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1は じめ に

'1`一成 の 大 合 併 に よ り
,Iliの 市町 村 数 は,1999年3月31日 の3232か

ら,2006年3月311iで1821へ,さ らに,2008年3月21日 に は1795に

減 少 す るr定 で あ る中。ili町 村 の 規 模 の 拡 大 は,行 政 の 効 率 化 に 資 す る と

して も,そ れ と 同時 に,最 も身 近 な 白治 体 で あ る 市町 村 と住 民 との 距 離 が

遠 くな る とい う弊 害 を伴 う。

この よ うな 弊 害 に 対処 す る た め,地)il`1治 法 は 地 域 自治 区 の 制 度 を創 設

し(202条 の4以 ド),市lllf村 の 合 併 の 特 例 等 に 関 す る法 律(合 併 特 例 法)

は,地 域 審 議 会(23条),地 域ri治 区 の特 例(23～24条)に つ いて 定 め る

と と も に,合 併 特 例 区 の 制IXを 創 設 して い る(26条 以 ド)。

(DhttP://WWW.SOUmU.90jP/gapei/illdeX.htmlよ り,
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しか し,こ れ らの 制 度 には い くつ か の 間 題 が あ る、、一 般tl勺な 制度 で あ る

「地 域 「1治区 」 につ い て み る と,地 域 白治 区 に は 「拝務 所 が 設 置 され る が,

この 冨拝務所 の 長 は,普 通 地 方公 共 団 体 の 長 の補 助 機 関 で あ る職 員 を も って

充 て る もの と され て お り,そ の 権 能 は 都道 府 県 の 支庁 ・地 方`1筋 所,市 町

村 の 支所 の 長 と変 わ ら な い(rl治 法202条 の4)。 地 域rl治 区 に は地 域 協

議 会 が 設 置 され るが,そ の 委員 は 市町 村 長 の選 任 で あ り(1司202条 の5第

2項),そ の 性 格 は 諮 問機 関 た る に・留 ま る(lld202条 の7)㌔ 支 所 に,民

i三的il:統 性 を 欠 く諮 問 機 関 を 設 置 した だ け で,「 地 域 自治 区」 を 名 乗 る の

は,糎 ∫1狗肉 の 感 が あ り,と て も,「 行 政 と 住 民 が 相'llに 連 携 し,と もに

担 いT一と な っ て地 域 の 潜 在 力 を ト分 に 発揮 す る 仕fltみ 」レとは いえ な い の

で は な い だ ろ うか。

す な わ ち,わ が 国 の地 域 自治 制 度 は未 だ 不 卜分 で あ り,よ りよ い 制度 の

構 築 を 目指 して,改:Y;.をT:ね て い く必 要が あ る。

私 は先 に,わ が1日の 地域 白治 制 度 の 参 考 にす るた め,イ ギ リス1の パ リッ

シ ュカ ウ ン シル(parishcouncil)の 制 度 と実 態 に つ いて 検 討 した 論 考 を

〔2)合 併 特 例 法 に 基 づ く地 域 審 議 会,合 併 特 例 区 に 設1『こされ る 合 併 特 例 区 協 議 会

(合 併 特 例 法36条)に つ いて も,そ の 委 員 は 市 町 村 の 長 の 選 任 制 で あ り,こ れ ら

の 機 関 は,合 併 特 例 区 協議 会が 合併 特 例 区 」㌻算 の 同,感権 を イfす る(合 併 特 例 法42

条5rll)と い う例 外 は あ る も のの,市 町 村 長 等 の 諮 問 機 関 の 性 季各を 有す る に過 き

な い こ と に違 い は な い,,

(3)地 方 制度 調 査 会 「r後 の 地 ノ∫rl治 制 度 の あ り ノ∫に関 す る答lll」(200・1年)11頁

〔mイ ギ リ ス の 地 方 白 治 制 度 は 多 元11勺で あ り,、1イ ン グ ラ ン ド(大 ロ ン ド ン

(GreaterLondon)ICI";=を 除 く),2・ ウエ ー ル ズ,・3ス コ ッ トラ ン ド,14北 ア イ

ル ラ ン ド,⑥ 大 ロ ン ドン圏 につ き,別 々 の法 律 に 基 づ き 別 々の 制 度 が 存 在 して い

る、,本稿 が 対 象 とす る の は,そ の う ち,イ ング ラ ン ドと大 ロ ン ドン圏 に お け る制

度 の ドに お け る地 区 委 員 会 で あ るU以 ド,本 稿 で 「イギ リ ス」 とい う 言 葉は,特

に 断 りが な い 限 り,イ ン グラ ン ドと 大 ロ ン ドン圏 を 意 味 す る もの と して 使 川 す る。
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公 に したlad。本稿 は,そ の続 編 と して,同 じくイギ リスの 地 区 委 員 会(area

committee)の 制度 と実 態 につ い て検 討 す るこ とを 意 図 した もの で あ る。

パ リ ッシ ュ カ ウ ン シル は,① わ が 国 の1i∫町 村 に相 当す る デ ィ ス トリ ク ト

(district)の 区域 内 に 設 置 され る,② デ ィス ト リク トと は別 の 法 人格 を イ1

す る地 方 公 共 団 体 で あ り,③ 選 挙 で 選 ば れ た パ リ ッ シュ カ ウ ン シル議 員 か

ら構 成 され,④ 自 らの財 源 を持 ち,法 律 に よ りパ リ ッ シュ カ ウ ン シル に 付

'rさ れ た 権 限 を行 使 す る もの で あ る
。 地 域 自治 制 度 を,「 機 関 型 」(市 町村

の 機 関 と して,地 域 自治 制 度 を 構 築 す る)と 「団 体 型」(市 町 村 と は別 の

地 方 公 共 団 体 と して,地 域1'1治 制 度 を 構 築 す る)に 分 け る「6とす れ ば,パ

リ ッ シ ュ カ ウ ン シル は団 体 型 の地 域 白治 制 度 で あ る とい え る。

これ に 対 して,本 稿 の 対 象 とな る地 区 委 員 会 と は,① 白治 体 の 区 域 内

に 設 置 され る中,② カ ウ ン シル の 機 関 と して の 委 員 会 で あ り,③ 当該 地

1)くを選 挙 区 とす る カ ウ ンシ ル議 員 に よ って(議 員 を 中心 に)構 成 され,④'

(5)存rj修 「地 域rl治 体 と して の パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シル 」 法 経 論 集172,;(2006

年)534`i以 ド

(6}こ の よ うな 枠 組 み を 川 い て,地 域 白治(近 隣 政 府)の あ り方 を検 討 した もの と

して,11本 都 市 セ ン ター 『近 隣rl治 の 仕 組 み と近 隣 政 府 」(2004年)871`i以 ドが

あ る。

(7}地 区 委員 会 は,基 礎 的 自治 体 で あ る デ ィ ス トリ ク トカ ウ ン シ ル,広 域 白治 体 で

あ る カ ウ ンテ ィカ ウ ン シ ル,両 者 が 統 合 され たllt-rl治 体(unitaryauthority)

に 共 通 の 制 度 で あ る。 カ ウ ン テ ィカ ウ ン シル で 地 区 委 員 会 を 設nIし て い る もの と

して は,例 え ば,SurreyCountyCouncilが あ る。 こ の カ ウ ン シル は,カ ウ ンテ ィ

内 の11の 基礎rlくJri治体 を管 轄 区 域 とす るllの 地 方 委 員 会(LocalCommittee)

が 設 置 さ れ て い る。http://www.surt・eycc.gov.uk/sccwehsite/sccwspages.nsf/

LookupWebPag・esByTITLE _RTF/Local+Committees+一+general+information?

opendocumentを 参 照 。 本 稿 で は,わ が 国 のlli町 村 合 併 に伴 う地 域ri治 の必 要性

とい う 問題 意 識 との 関 連 か ら,厚 ら,デ ィ ス ト リク トカ ウ ン シル と ユ ニ タ リー カ

ウ ンシ ル の地 区 委 員 会 に つ い て 取 り扱 う。
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カ ウ ン シル 及 び カ ウ ン シル 執 行 部(executive)か ら委 任 され た 権 限 を行

使 す る他,ア 算 の 割 当を 受 け,そ の 使 途 につ き決 定 す る こ と もで き る紅 織

で あ り,先 の 分 類 で い え ば,「 機 関 型」 に 該'11す る地 域 白治 制 度 で あ る。

こ の 地 区 委 員 会 が 発 展 して い く契 機 の ひ とつ とな っ た の が ,1972年 地

方1'1治法(Loca1GovernmentAct1972)に よ る,自 治 体 再編 で あ った 。

こ の 再編 は,1974年 に 実 施 さ れ,特 別 市の カ ウ ンテ ィバ ラ は 全 廃 さ れ,

イ ン グ ラ ン ドと ウ ェー ル ズの カ ウ ンテ ィは58か ら47に,1250の 市(mu-

nicipalboroughs),町 村(urbanandruraldistrict)は332の デ ィ ス ト

リク トに 再編 され たS。 この よ う な 再編 に よ り,基 礎 的 白治 体 の 規模 は 人

き くな った が,そ れ に伴 い,複 数 の 中心 地 を 含 む 自治 体 が 誕 生 し,中 心 地

間 の 軋櫟 か ら,ひ とつ の 中心 地 の 名称 を 白治 体 の 名称 とす る こ とが で きず ,

無 意 味 な 名 称 や 白治 体 内 の 小 集 落 の 名 称 を 自治 体 の 名称 とす る な どの 例 も

あ った。 これ で は 住 民 と 白治 体 の 問 の 親 近 感 を 生 み 出す の も難 しか っ た。

こ の よ うな状 況 が イギ リスに お け る 白治 体 内 分 権 化 の き っか け とな った と

いわ れ て い る"。

これ は現 在 の わ が 国 の状 況 とよ く似 て い る。 した が って,そ の よ うな 状

況 へ の 対 応 策 と して 発 展 して き た イギ リスの地 区 委 員 会 に 学 ぶ と ころ が 少

な くな い はず で あ る。

た だ し,イ ギ リス の地 区 委 員 会 の 制度 を理ll皐す る に は,イ ギ リス地 方rl

治 体 の 伝 統ri勺内 部 組 織 形 態 で あ る 「委 員 会 制 」,2000年 地 方f'1治 法

(LocalGovernmentAct2000,以 ド,2000年 法 と い う)に 基 づ き導 入 さ

れ た 「執 行 部 制 」 な ど につ いて の),!;本的 知1識が 不r欠 で あ る。 そ こで,本

{8)DwlDW!LsoN&CllRlsG、NIE ,LocAI」GovERNNIENTINTilEUNiTI己DKINGDoN1

i8(LondotZ,1thed.200(i)

(9}PAじLCORRiGAN,Loc、LSOLじT【ONS:A

FoR{『Nls:¥¥UAREACoMN目TPI噛EEs8(2001)

{AcTlcALGUDEToNEI(}HBOURHoOD
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稿では,ま ず,次 節において,イ ギ リスの地方自治体の内部組織一般につ

いて,地 区委員会の理解に必要な限りで簡単に説明 し,続 いて,地 区委員

会に関する法制度,い くつかの自治体での活川例,地 区委員会の問題点へ

論を進めていきたいと思 う。

2地 方白治体の内部組織と地区委員会

カ ウ ン シル 制

イギ リスの 地 方 白治 制 度 の特 徴 の ひ とつ が カ ウ ンシ ル制 で あ る。 イギ リ

スで,わ が 国 の 都 道 府 県 に相'liす るの は カ ウ ンテ ィ(county),わ が 国 の

市町 村 に 相 当す る の は デ ィ ス トリ ク ト(district)で あ るが,こ れ らは あ

く まで 地 方t`1治 区 域(10calgovernmentarea)の 名称 に 過 ぎ な い11°。 法

人(bodycorporate)格 を 有 す る地 ノ∫自治 体(bealauthority)は,カ

ウ ン シ ル 議 長(chairman)と カ ウ ン シ ル議 員(councillors)か らな る カ

ウ ンテ ィカ ウ ンシ ル(countycouncil),デ ィ ス ト リク トカ ウ ンシ ル(dis-

trictcouncil)で あ り,カ ウ ン シル は,法 律 に よ り 与え られ た 権 限 を 自 ら

行 使 す る こ とが で き る[P。 カ ウ ン シル は,:元 的 構 造 を と るわ が 国 の 地 方

自治 体 に お い て,議 決 機 関(議 会)と 執 行 機 関(首 長,行 政 委 員 会)に 分

けj.え られ て い る権 能 の 両 方 を イ∫して い る の で あ る。

qO)LoealGovernmentAct,1972(以 ド,L.G.A.1972と 省 略)s.1.

(11)L.G.A.1972s.2.な お,2000年 地 方rl治 法(LocalGovernmentAet2000

(以 ド,L.G.A.2000と 省 略))に よ り,カ ウ ンテ ィカ ウ ン シ ル,デ ィ ス ト リ ク ト

カ ウ ンシ ル は,公 選 の 市長 が政 策 執行 の 中 心 的 役割 を#flう 制 度 の採 川 も"∫能 に な っ

た。 こ の場 合,「 市 長,議 長,カ ウ ン シル 議 員 」 が カ ウ ン シ ル を 構 成 す る こ と に

な るL.G,A.1972s.2(2A)。 た だ し,こ の 場 合 も 「カ ウ ン シル が 法 人格 を 有 し,

諸 権 限 を 行 使 す る1と い う点 で は,地 ノ∫自治 制度 の 制 度 的 枠 組 み は 変 更 され て い

な い 。
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カ ウ ン シル が,法 律 に よ り　-1一え られ た権 限 をriら 行 使 す る場 合 に は,カ

ウ ンシ ル 議 員 全 員 か らな る全 体 会 議(fullCOL121C11)に よ る こ と に な る。

しか し,全 体 会 議 の 人数 は詳 細 な 討 議 を 行 う に は 多す ぎ る た め,多 くの 事

項 は 実 際 に は,後 に述 べ る 委 員会 で 処 理 され て お り,i'体 会議 の 少 な か ら

ぬ 部 分 は 儀 式 に費 や され て い たi2。

1:体会 議 の 実 質 的 活 動 と して は,① 前回 の 会議 以 降 に 委 員 会 が 行 った行

為 の 承 認,② 委 員 会 か ら提 出 され た 報 告,分 析,提 案 を検 討 し,そ れ らを

承 認,修IE若 し くは拒 否 し,又 は 再検 討 の た め に 委 員 会 に 差 し戻す こ とな

どが 行 わ れ て い た1:3。

委 員 会 制

1972年 地 ノ∫「1治法 は,カ ウ ン シル は,そ の 権 限 を遂 行 させ る た め に 委

員 会 を 設 置 す る こ とが で き る と定 め て い るh。

カ ウ ンシ ルの 委員 会 は,わ が 　=1の地 ノ1議会 の 委 員会 とは,か な り性 格 が

異 な る機 関 で あ る。 議 会 委 員 会 は,議 会 よ り付託 され た案 件 を審 査す る機

関 で あ って,決 定 す る機 関 で は な い。 議 会 委 員 会 に お い て も表決 は 行 わ れ

るが,そ の 結 果 は議 会 の 内 部 丁一続 ヒの意 味 しか持 た な い。 委 員 会 の 審 査結

果 は,本 会 議 に ヒ提 され,審 査 表 決 を経 て,"∫ 決 され な け れ ば,最 終 的 な

決 定(議 会 の意 思)と な らな い。 実 質 的審 議 の場 と して 委員 会 の 果 た す 役

割 は 大 き いが,最 終 的 決 定 は あ くま で 本 会 議 に お い て な され る。

これ に 対 して,カ ウ ン シル の 委 員 会 は,カ ウ ン シル か ら権 限 の 委 任 を受

(12)J.STANYi弓R,UNDERsT.、NDIxGLocALGovERNNIENT141(1976).

(13)ToNYI3YREN,Loc.、LGovERNMENTI¥13　 trr.、iNl77(4tl〕ed.1984).

111)LG.A.1972s.102(】),な お,委1!会 は 小 委 員 会 を 設 置 す る こ と が で き る

L.G.A.1972s.1〔 〕2(1)(C)alld(・1)、 、 小 委 員 会 は,委 員 会 か ら 再 委 任 を 受・け た 事

項 に つ い て,自 ら決 定 を ド し,そ れ を 執 行 す る こ と が で き る1,ま た,委 員 会 が 決

定 権 を 留 保 した 事 項 に つ い て は,審 議 結 果 を 踏 ま え,委 員 会 に 提 案 を す るC、
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け る こ とに よ り,最 終 的 な 決 定 を ドす こ とが で き る。 例 え ば,カ ウ ン シル

が 開 発 計 画 の 許II∫を 計 画 委員 会 に 委任 した場 合,委 員 会 は,こ れ らのBl`項

につ い て決 定 を ドす こ とが で き る。 この 決 定 は,改 め て カ ウ ン シル 全 体 会

議 の承 認 を 要 す る もの で は な く,最 終 的 決 定 と な る。 こ の よ うな 役割 は わ

が 国 の行 政 委 　!会 に近 い とい え る。

もち ろ ん,カ ウ ン シル は 最 終 的 決 定 権 をrlら のT一に留 保 す る こ と もで き

る し,一 定 の`拝項 に つ い て は法 律 に よ り委 員 会へ の 委任 が 禁if:さ れ,カ ウ

ン シル 自 らが 決 定 しな けれ ばな らな い もの と され て い る。 この よ うな場 合,

委 員 会 はわ が 国 の 議 会 委 員 会 の よ うに カ ウ ンシル の実 質 的 審 議 機 関 と して

の 役 割 を担 い,審 議 の 結 果 を カ ウ ン シル 全体 会 議 に報 告 して,i体 会 議 が

lE式 の 決 定 を ドす。 しか し,委 員 会 は カウ ン シルに提 案 をす る機 関 とい う よ

り,委 任 され た`}筋 を 処理 す る機 関 と して の性 格 が 強 い とい われ て いた15。

委 員 会 は 基 本 的 に カ ウ ンシ ル議 員で 構 成 さ れ る が,議 員以 外 の もの を 委

員 とす る こ と もで き るII61。こ の よ うな追 加 委 員(co-optedmember・)は,

原 則 と して 表 決 権 を 持 た な いが,委 員 で あ る以1-,常 に 審 議 に 参 加 す る こ

とは で き る。 この 点 で も,わ がiiミ1の地 ノ1議会 の 委 員 会 とは 異 な る。

委 員 会 の 会 議 は カ ウ ンシ ル 全体 会議 と 異 な り,あ ま り格 式 張 った もの で

は な く,職 員 も質 問 に答 え,助 言 をす る こ と で,審 議 に 大 き な 役 割 を 果 た

す 。 実 際,委 員 会 は そ れ に 対 応 す る 部 局 の 長(chiefofficer)の 報 告 を 聞

き,そ れ に つ い て 検 討 す る こ と に費 や さ れ て い たq㌔

地 方 公 共 団 体 の 伝 統 的 な 内 部組 織 編 成 は,公 共 サ ー ビ ス(教 育,社 会 福

祉 な ど)や 機 能(財 政 な ど)ご とに 委 員 会 と事 務 部 局 を 設ii♂亡す る ノ∫式 が と

られ て お り,こ の場 合,原 則 と して 委 員 会 と 事務 部 局 が 一 対 一 で 対 応 して

q5)」.GYFoRD,LocALGovERNNIENTINBRITA【N38(2nded.1984).

1161L.G.A.1972s.102(3).

1171Byren,supraiZOte13,at1.51.
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いた(例 一教育委員会と教育局)。 こ

の結果,委 員会に所属する議員とそれ

に対応する部局の職員,特 に委員長と

部局の長の間には緊密な関係が成㍍す

ることとなった1【㌔

図1伝 統的委員会制と事務部局

カウンシル(全 体会議)

i
llII

lA委員会lIB委 員会lIC委 員会lID委 員会1
Ilil

A部 局 B部 局 C部 局 D部 局

2000年 法 に よ る 改 革

委 員会 制 に は,① カ ウ ン シル 議 員 に 特 定 の 政 策 領 域 に お け る,tf門知 識 を

身 につ け させ,よ り多 くの情 報 に),つ い た 決 定 をr能 にす る こ と,② カ ウ

ンシ ル議 員 に,公 開 討議 や,議 事進 行 の経 験 を 積 ませ,リ ー ダー シ ップ能

力 を 育成 す る こ と,③ 決 定 を 公 開 で 行 い う る こ と,④ 反 対 派 の カ ウ ン シ ル

議 員 か ら代 替 案 が 提 出"∫能 で あ る こ と,④ さ ま ざ まな 利 益 を 代 表 させ る こ

とが 可能 で あ る こ と,⑤ 職 員等 に そ の 活動 を 説 明 させ るた め の 場 にな る こ

とな どの メ リ ッ トが あ る反 面,カ ウ ン シル 議 員 を 惇門 ば か に して しまい カ

ウ ン シ ル 全体 の 視 点 で物 事 を 見 る こ とを 難 し く した り,委 員 会 の 会 議 が 枝

葉 末 節 にば か りこ だ わ って,重 要 な政 策 課題 が な お ざ りに され る こ と,会

議 の 数 の 増 加,討 議 の1貨複,決 定 の遅 延 な どの 問 題 点 が あ る こ と も指 摘 さ

れ て い たv

地 方 白治 体 運 営 の 中枢lllが 存 在 しな い とい う問題 に 対 処 す るた め,政

策 資 源 委 員会(PolicyandResourceCommittee)を 設 置 し,」 り算 配 分 や

重 要政 策 の 決 定 を担 わせ る とい った 改 革 も行 わ れ た が,伝 統 的 委 員 会 制 の

欠 点 を 解 消 す る に は 至 らな か った。

ブ レア政 権 は,1998年 の 報 告ll業にお い て,

118)Id.atli2.

(19)WILSON&GANli。,8α ρrαnote8,at95.
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・カ ウ ン シル 議 員 は,そ の 職 務 に 要す る時 間 の3分 の2を 委 員 会 へ の 出

席 や そ の た め の 移 動 に費 や して お り,こ れ は効 率 的 とは い え な い

・委 員 会 の 会 議 は,カ ウ ンシ ル議 員 に と って 重荷 に な って お り,か な り

非 生 産 的 で あ る と考 え られ て い る

・カ ウ ン シル 議 員 の70%は ,コ ミュニ テ ィを 代 表 す る こ とを 最 も 重 要

な 任 務 と考 え て い るが,そ れ に 使 う こ との で き る時 間 は30%程 度 に

過 ぎな い

・これ だ けの 時 間 をt'tや して い る に もか か わ らず,委 員 会 は 真 の 決 定 機

関 とは い え な い。 カ ウ ン シル の 多 くで は政 党政 治 が 行 わ れ て お り,重

要 な 決 定 は委 員 会 で 行 わ れ て お らず,ほ とん ど監 視 の 効 か な い密 室 で

行 わ れ る

・委 員 会 で は 多 くの決 定 が な され て い るが,カ ウ ン シル 議 員 は 眞 要`拝項

に 影 響 を 与え る こ とは で き な い と感 じて い る

と,委 員 会制 と それ に伴 う カ ウ ン シル議 員 の あ り方 を批 判 した'_'11。そ して,

この よ うな 問 題 状 況 を 解 消 す べ く,2000年 法 に よ り① 政 策 決 定 とそ の 執

行 機 能 を イ∫す る 「執 行 部」(executive)の 創 設,② 政 策 の 評Tdli・監 視 を担

う 「政 策 評lllli委員 会 」(overviewandscrutinycommittees)の 創 設,③

執 行 部 と カ ウ ン シル 本体(全 体 会 議 ・カ ウ ン シ ル委 員 会)の 権1製配 分 の確

㍍の モつ を柱 とす る 改 革が 行 わ れ る こ と とな った の で あ る。

執行部制

執行部制度創設の 「目的は,地 方自治体をより効率的で,透 明で,責 任

あるものにすることにある。新たな制度は,既 存の委員会制度より決定が

迅速かつ効率的に行われるようにすること,決 定に責任を持つ個人又は機

⑳DEp.、RTMEN'roFTHEENvll{oNMKNT,TR、NspoRTANDTIIEREGioNs,MoDERNIslNG

LocALGovERNMENT:Loc.、LDENIocRAcYANDCoNIMuNiTYLEADERs川p29(1998)
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関 を 公 衆 に明 示 す る こ と,政 策 評lllli委員 会 を 通 じて 決 定 理 山を 公 にす る こ

と に あ る」噂 もの と され て い る。

2000年 法 は,地 ノIII治 体1221が,住 民 の 意 見 を聴 取 した 後,基 本 的 に,

次 の3つ の タイ プ の 執 行 部 制 度 の い ず れ か を 選 択 しな けれ ば な らな い と定

め たO

① 公r{i長 ・内 閣 制度

公 選 のli∫長 と,li∫ 長 が 選 任 した2～9人 の カ ウ ン シル 議 員(た だ し,

カ ウ ン シル の 議 長 及 び 副議 長 は 執 行 部 の 構 成 員 とな る こ とが で きな い)

で 執 行 部 を 構 成 す る もの で あ る。

な お,公 選 の 市長 は 同時 に,カ ウ ン シル の構 成 員(カ ウ ン シル 議 員)

とな り12い,カ ウ ン シル 全 体 会議 に 参加 す る と と もに,カ ウ ン シル の 委 員

会 の 委 員 とな る こ と もで き る伽 。 た だ し,執 行 部 の構 成 員 は カ ウ ン シル

議 長,副 議 長 とな る こ と はで き な い こ と と な って い る の で,公 選 市 長 が

こ れ らの職 を 兼 ね る こ と はで きな い。

② リー ダー ・内 閣 制 度

カ ウ ン シル 議 員 の 中 か ら カ ウ ン シ ル に よ って 選 出 され た リー ダ ー と,

(Z1)Explanatoi°yNotestoLocalGovernmentAct2000 ,pai・a27

122)執 行 部 制 度 の 対 象 と な る の は,イ ン グ ラ ン ドの カ ウ ン テ ィ カ ウ ン シ ル(広 域 白

治 体),デ ィ ス ト リ ク トカ ウ ン シ ル(基 礎 的 白 治 体),ロ ン ド ン バ ラ カ ウ ン シ ル

(大 ロ ン ド ン圏 の 基 礎 的 白治 体),ウ ェ ー ル ズ の カ ウ ン テ ィ カ ウ ン シ ル,カ ウ ン テ ィ

バ ラ カ ウ ン シ ル(名 称 は 異 な る が ,一 層 制 の 地 方 自 治 体 で あ る こ と は 同 じ)と さ

れ て い るL.G.A.2000s.X18(1)、 、

⑦3)LG.A.2000S.ll.な お,こ の 他,国 務 大 臣 が 規 則(i°egulation)に よ り 認 め

た 執 行 制 度 を 採 川 す る こ と も で き る 配

⑳NewCouncilCOIISしitutions:GuidancetoEnglishAuthoi・itiFs(以 ド,Guid-

allceと 省/略)1.9.な お,Guidanceは,http://www.communities.gov.uk/docu-

menu/Iocalgovernment/pdf/1>>181で 利 川lir能 で あ る,,

1211d.2.11
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カ ウ ン シル 又 は リー ダ ー に よ り選 任 さ れ た2～9人 の カ ウ ン シ ル 議 員

(た だ し,カ ウ ン シ ル の 議 長 及 び 副議 長 は 執行 部 の 構 成 員 とな る こ と が

で き な い)で 執 行 部 を構 成 す る もの で あ る。

⑧ 公 選 市長 ・カ ウ ン シル 支 配 人 制 度

公 選 の 市 長 と,カ ウ ン シ ル に よ っ て 任 命 さ れ る カ ウ ン シ ル 支 配 人

(councilmanager,身 分 は職 員 で あ り,カ ウ ン シ ル議 員 で は な い)で

執 行 部 を 構 成 す る もの で あ る。

な お,1999年6月30日 の 時 点 で 人 日85000人 未 満 の デ ィス トリ ク トカ

ウ ン シルで,カ ウ ンテ ィカ ウ ン シル の 区域 内 に あ る もの につ いて は,国 務 大

臣 の 承 認 を得 て,委 員 会 制 を 維 持 しつ つ,政 策 評 価 委 員 会 の 制 度 を 取 り入

れ た 代 替ri勺制度(AlternativeArrangement)を 採 川 す るこ と もで きる12㌔

公 選 市 長 制 は,イ ギ リスの 伝 統(地 方 白治 体 の 伝統 の み な らず,ウ ェ ス

ト ミン ス ター 型 議 院 内 閣 制 の 伝 統)に 反す る もの で あ り,そ れ ゆ え に,注

目さ れ る こ とに もな るの だ が,公 選 市 長 制 を採 川 して い る 自治 体 の 数 は,

決 して 多 い と は い え な い 。2002～2006年 まで に33の 地 方公 共 団 体 で 公 選

市 長 制導 入 の 是 非 を 問 う住 民 投 票2了が 行 わ れ た が,賛 成 多数 で 公 選 市長 制

を導 人 した 地 方 公 共 団 体 は12に 留 ま り,21で は提 案 が 否 決 され た 。 結 果

的 に,地 ノ∫公 共 団 体 の う ち,316(81%)が リー ダ ー ・内 閣 制 度 を採 用 し,

さ らに,69(15%)が 小 規 模 自治 体 と して 委 員 会 制 を 維 持 した 。

従 来 の 委 員 会制 の もとで も,多 数党 の リー ダー が,非 公式 に で は あ るが,

T:要 な 政 策 決 定 を担 っ て い る と指摘 され て い た の で,リ ー ダ ー ・内閣 制 度

12G)L.G.A.2000SS.31-33Q代 替ll勺制 度 の 内 容 に つ い て は,LocalAuthol・111PS(Al-

tei・nativeArrangemellts)(England)Regulatiolls2001(SI2001/1299)及 び

GuidanceCh.9を 参 照 、,

@の 公 選ll∫ 長 制 度(公 選 市 長 ・内 閣 制 度,又 は 公 選 市 長 ・カ ウ ン シ ル 支 配 人 制 度)

を 採 川 す る に は 住 民 投 票 を 経 な け れ ば な ら な いL.GA2000s.26(2).
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を と った 多 数 のri治 体 は,従 来 行 わ れ て きた 白治 体 運 営 に最 も近 い制 度 を

採 川 した もの とい う こ とが で きよ う。 しか し,そ の 場 合 で あ って も,非 公

式 の 存 在 で あ った リー ダー に 公 式 の 地 位 が 与え られ,そ の 存 在 と責 任 が 明

確 に な った こ との 意義 は 少 な くな い。

政 策 評 価 委 員 会

地 方ri治 体 は,執 行 部 制 度 を採 川 した 場 合,1以1一 の 政 策 評 価 委 員 会 を

設 置 しな けれ ば な らな い128と 規定 して い る。

政 策 評 価 委 員 会 は,① 執行 部 の権 限遂 行 に か か る 決定 等 に つ い て,評 価

(review)監 視(scrutinize)す る こ と,② 執 行 部 の 権 限 遂 行 に つ き,カ

ウ ン シル 又 は執 行 部 に報 告 又 は勧 告 をす る こ と,③ 執行 部以 外 の機 関 の権

限遂 行 に か か る決 定 等 につ いて,評 価 監 視 す る こ と,④ 執行 部以 外 の機 関

の権 限遂 行 につ き,カ ウ ンシ ル 又 は 執行 部 に報 告 又 は勧 告 をす る こ と,⑤

地 ノ∫公 共 団 体 の 区 域 又 は住 民 に影 響 を 与え る`1頓 につ き,カ ウ ンシ ル 又 は

執 行 部 に報 告 又 は 勧 告 をす る こ とを そ の権 限 とす る「Z巳[。この よ う な性 格1-,

執 行 部 の 構成 員 は,政 策 評 価 委 員 会 の 委 員 とな る こ と はで きな い:411。

(281L.G.A.2000s.21(1).

(291L.G.A.2000s.21(2).政 策 評 価 委員 会 は,ヒ 記 の 権 限,そ の 他,2000年 地 方

自 治 法21条 に 規 定 さ れ た 権 限 以 外 の 権 限 を 行 使 す る こ と は で き な いL.G.A.

2000s.2](4)⊂1た だ し,ベ ス ト ・バ リュ ー 評llHi(LocalGovernment1999に 基

づ い て 定 め られ た地 ノ∫公 共 団体 が 提 供 す る公 共 サ ー ビ スを 改.Y,・:する ため の 仕 組 み。

これ に つ いて は,後 掲 注(78)を 参照)が 執 行 部の 権 限 外 とされ て い る場 合で あ っ

て,"i該 カ ウ ン シル が1該 評 価 を 政 策 委 員 会 の 権 限 と して い る と き は,こ の 限 り

で は な いLG.A.2000s.21(5), 、

(3〔)ILG.A.2000s.21(9).な お,政 策 評 価 委 員会 は ・つ 又 は そ れ 以Lの 数 の 小 委

員 会 を 設 置 し,政 策 評 価 委 員 会 の 権 能 を 行 使 させ る こ とが で き るL.G.A.2000s.

21(6)が,執 行 部 の 構 成 員 は こ の 小 委 員 会 の 委 員 とな る こ と もで き な いL .G.A.

2000s.21(9)o
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執行部と政策評価委員会の設置によ り,「カウンシルの政策大綱とr一

が,執 行部の提案に基づき,カ ウンシル全体会議で承認される。執行部は

承認された政策大綱の実施に任 じ,政 策評価委員会は……当該実施につい

て執行部に説明責任を果たすようにさせる役割を果た し,加 えてカウンシ

ルと執行部に対 して助「亨する責に任ずる⊥"と いう基本的役割分担に基づ

く自治体運営が行われることとなった。

2000年 法 に お け る権 限 配 分 と そ の行 使

2000年 法 は,2000年 法 又 は そ の 後 に 制 定 さ れ る法 律 の定 め に従 い,地

方 公 共 団 体 の権 限 で あ って,国 務 大 臣の 制 定 す る 規 則 で定 め られ た 以 外 の

もの は,執 行 部 の 担'11(executiveresponsibility)す る もの とす る喫 と

規 定 して い る。 す な わ ち,国 務 大 臣 は,規 則 に よ り,① 執 行 部 の 担'liと し

な い 権 限,② 執 行 部 の担 当 とす るか しな いか を 地 方 自治 体 が選 択 で き る 権

限,③ 執 行 部 の担 当 とす る範 囲 お よ び執 行 部 の 担'11と しな い 範 囲 に 分 割 さ

れ る権 限 を 定 め る こ とが で き る。

国 務 大 臣 の 定 め た 「権 限 配 分 規 則 ⊥'粥は,概 ね 次 の よ うな ノ∫針 で 権 限 配

分 を 行 って い るSIO

・基 本政 策(policyframework)と 予算 ,憲 章に 関 す る 事項 と準 【d法

(311ExplanatoryNotestoLocalGovernmentAct2000,Para30

(32)L.G.A.2000S.13(2).な お,法 律 が 地 ノ∫公 共 団 体 で は な く,地 方 公 共 団 体 の

特 定 の 委 員 会 や 特 定 の 職 員 等 に 直 接 権 限 を イ寸与 し て い る 場 合 は,「 地 ノ∫公 共 団 体

の 権 限 」 で は な い の で,13条 の 適 川 は 受 け ず,執 行 部 で は な く,'童i該 委 員 会 ・

職 員 の 権 限 に と み な さ れ るGuidance5.2。

133)LocalAuthor°ities(FunctionsandResponsibilities)(Eng・land)Regulations

2000(SI2000/2853),asamendedbySI2001/2212,SI2001/2831,reg.10,SI

2004/1158,SI2004/2211andSI2004/2798

(3NGuidance5.8.
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的 事項 に つ い て は,カ ウ ン シ ル全 体 会議 の 権 限 とす る。

・許 認 可の 可否 に 関 す る決 定(た だ し
,権 限 行 使 に際 して 裁 量が 存す る

場 合 を 除 く)と そ れ に伴 う法 執 行(告 発を 含む)は,執 行 部 の担 当す

る と ころ と しな い

・他 の す べ て の 権 限 は 執 行 部 の 担 当す る と こ ろ とす る

ここで 注 意 すべ きことは,都li∫ 計 画lii園 計 画(townandcountryplan)

及 び開 発 許rに 関 す る権1製,営 業,交 通,衛 生 等 に関 す る多 数 の許 認 可権

限,労 働 安 全 衛 生 に 関 す る権 限,ヒ 記 の許 認ll∫等 に 条 件 等 を 付す る権 限,

i:記の許 認li∫の 要{ノi・,条件 等 に違 反 した もの 等 に対 し,強 制 等 を 行 う権 限,

ヒll己の許 認 可の変 更撤llii等を 行 う権 限 な どが,執 行 部の担'置1しない権 限 とさ

れてい ることである{.ii。

執 行 部 の 担'11と され て い る権 限 につ いて は,執 行 部 が地 ノ∫公 共 団体 に 代

わ って 執 行 す る もの と し,執 行 部 制 度 につ い て定 め る2000年 法 の 規 定 に

),つ い て,執 行 しな け れ ば な ら な らな い う1}。2000年 法 は,11∫ 長 ・内 閣 制 ,

リー ダー ・内 閣 制,市 長 ・カ ウ ン シル 支配 人 制 ご と に,執 行 部の 担 当 と さ

れ た 権 限 行 使 の ノi.・J(につ い て の 定 め を 置 いて い る。 イ ギ リスの 地 ノJ自治 体

の 大'トが採 川 して い る リー ダー ・内 閣 制 の 例 を あ げ る と,① 執 行 部の 担'i1

とさ れ た 権 限 は,規 程 に よ り執 行 部,執 行 部 構 成 員(執 行 部 リー ダー を 含

む),執 行 部 委 員 会,職 員 の いず れ か に 配 分 され る,② 規 程 に よ る 権 限 配

分 を受 け た 者 は,'1i該 権 限 の 行 使 を 担"iす る,(3iリ ー ダー は,規 程 に よ り

配 分 が 定 め られ な か った 執 行 部 権 限 を 自 ら行 使 す るか,執 行 部,執 行 部 の

他 の構 成 員,執 行 部 委 員 会,職 員 が'1を該 権 限 を 行 使 す るよ う定 め る こ とが

で き る,④ 執 行 部 が 権 限 を 行 使 す る よ う規 定 され て い る場 合,執 行 部 は 執

(35)LoぐalAuthorities(FunctionsandResponsibilities)(England)Regul飢ions

2000reg.2(SI2000/2853She.1)

13GIL.G.A.2000s.13(9).
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イギ リスの地区委員会 と白治体 内分権 化

行 部 の 委 員 会 又 は地 方 公 共 団体 の職 員 が これ を 行 使 す る よ う定 め る こ とが

で き る,⑤ 執 行 部 構 成 員 ま た は 執 行 部 委 員 会 が 権 限 を 行 使 す る よ う規 定 さ

れ て い る場 合,'㌦ 該 執 行 部構 成 員 は地 方 公 共 団 体 の 職 員 が これ を 行 使 す る

よ う定 め る こ とが で き る,こ と と され て い る唱3T。

さ らに,2000年 法 は,執 行 部 制 度 の如 何 を問 わず,執 行 部の 担 当 とされた

権 限 につ き,⑥ 地 区 委 員 会 によ る行 使,⑦ 他 の地 方 自治 体 によ る行 使,⑧ 他

の地 方 自治 体 との 共 同 行 使 を行 うことを 可 能 とす る 旨の 規定 を 置 いている「娼。

カ ウ ン シル は,執 行 部の 担.,.iとされ た 権 限 を 行 使 す る ことは で きず,カ ウ

ンシルの委 員 会 ・小 委 員 会,他 の カウ ンシルに行 使 させ る こと もで きない39。

執 行 部 の 担 当 しな い 権 限 につ い て は,2000年 法 に お け る 執 行 部 制 度 の

枠 組 み で は な く,法 に よ り認 容 され 又 は 法 が 命 ず る 方法 に よ って行 使 され

る もの とす る曲。 す な わ ち,執 行 部 の担 当 とされ な か った 権 限 に つ い て は,

従 来 通 り,カ ウ ン シル の権 限 と され る。 カ ウ ンシ ルの 権 限で あ る か ら,カ

ウ ン シ ル 全体 会 議 で これ らに つ い て 決 定 す る こ と もで き る し,カ ウ ン シル

構 成 員 か らな る 委 員 会(執 行 部 委 員 会 と 区 別 す る た め に,以 ト,「 カ ウ ン

シ ル 委 員 会」 と い う)を 設 置 して,そ れ らに執 行 部 の担 当 しな い権 限 の 行

使 を 行 わ せ る こ と もで き る111。 先 に述 べ た よ うに,カ ウ ンシル 全 体 会議 は,

実 質 的 審 議 をす る に は 人 数 が 多 す ぎ るた め,営 業許 可 や免 許 な どに つ い て

は,執 行 部 制導 入 後 も,従 来 の 委 員 会 制 にお け る 委任 の枠 組 み に よ って,

処 理 され る こ と に な ろ う。 な お,執 行 部 の 構 成 員 もカ ウ ン シル議 員 で あ る

こ と にか わ りは な い の で,カ ウ ン シ ル委 員 会 の 委 員 に な る こ とが で き る。

1371L.G.A.2000s.15.

(381L.C.A.2000s.18-20.

139)L.U.A.2000s.13(10).

qOll司 務 大 臣 は 規 則 に よ り,執 行 部 の 担'IIし な い 権 限 の 行 使 に つ い て の 規 定 を 設 け

る こ と が で き るL.G.A.2000s.13(11)一(12).

1411Guidance2.11.
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(執行部制導入後のカウ

ンシルの組織と権限行使

については図を参照)。

なお,あ る行政目的を

実現するための一連の権

限が,執 行部,カ ウンシ

ル全体会議,カ ウンシル

委員会に分属されている

こともある。例えば,開

図2カ ウ ンシルの組識 と権限行使

(地区委員会が ない場合)

発 計 画(DevelopmentPlan)に つ いて は,基 本 政 策 の 一 部 と して の 性 格

を持 つ もの と して,計 画 案 の 策 定 は執 行 部 の,計 画 の決 定 は カ ウ ン シル全

体 会 議 等 の担 当 す る と こ ろ と され て い る。 さ らに,開 発許 可 は 執 行 部 の担

当 とす る と ころ で は な い た め,従 来 の 委 任 の 枠 組 み に よ って,カ ウ ン シル

の 委 員 会 が 担 当 す る こ とに な ろ う。 しか し,計 画 の ガ イ ドラ イ ンの策 定,

保 存 地 区,史 跡,環 境 保 護 地 区 の 設 定,開 発 権 の 剥 奪,強 制 買収 命 令 の発

布 等 は,執 行 部 の 担 当す る と こ ろ とな る【421。

2000年 法 と地 区 委 員 会

2000年 法 以 前 の 委 員 会 制 の枠 組 み で も,自 治 体 内 の一 定 の地 区 を 管 轄

区域 と し,カ ウ ン シル か ら 当該 地 区 に関 す る権 限 の 委 任 を受 け て,そ れ を

行 使 す る 委 員 会 を 設 置 す る こ とは 可能 で あ った 。

先 に述 べ た よ うに,イ ギ リスの 自治 体 で,自 治 体 内分 権 化 の試 み が本 格

化 した の は,1980年 代 か ら90年 代 に か けて で あ る。 例 え ば,タ ワ ーハ ム

レ ッ ツ(TowerHamlets)ロ ン ドンバ ラ で は,バ ラ の 区 域 に 七 つ の 地 区

評 議 会(localcouncil)を 設 置 し,そ れ ぞ れ に 区長(chiefexecutive)が

(42)Guidance5.16-17.
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イギ リスの地 区委員会 と白治体内分権化

配 置 され,地 区 の 問題 に つ い て の実 質 的 決 定 権 を 付 与 した 弔 。 ま た,1999

年 に,地 区 住 民 が 決 定 に関!-J一す る機 会 をj.え る こ と と,議 員 が カ ウ ン シル

及 び 他 の 公 共 サ ー ビス1三体 の 執 行状 況 に つ い て 検 討 す る こ とを 目的 とす る

11の 地 区 委 員 会 を 創 設 した 自治 体 もあ った 。 この 地 区 委 員 会 の メ ンバ ー

は,'i1該 地 区(選 挙 区)の カ ウ ン シル 議 員,公 募 に よ り選 ば れ た 一一般 審 議

委 員,警 察 な どi三要な 公 共団 体 及 び 協 ノJ団体 の 代 表 委 員,委 員 会 の 検 討 委

員 会 ・専門 委.,S1会の 委 員 で 経 験 や 専 門知 識 を理 山 に追 加 任 命 され た 委 員 で

あ った。 カ ウ ン シル 議 員 は投 票 権 を 有 す る が,そ の 他 の 委 員 は 投 票 権 を イ∫

せ ず,ま た,公 衆,コ ミュニ テ ィ団体 や ボ ラ ンテ ィア 団 体 代 表,カ ウ ンシ

ル職 員 の 参加 を 想 定 して いたq1。

2004年 に地 方rl治 協 会(LocalGovemmentAssociation)が,イ ン グ

ラ ン ドとウ ェー ル ズの 白治 体 を 対 象 に行 っ た地 区 委 員 会 に 関 す る ア ンケ ー

ト調 査 ㊨ に よれ ば,地 区 委 員 会 制 度 を 有 して い る と1"1答 した 自治 体 の う ち

の27%が,1999年4月 以 前 に こ の 制度 を 導 入 して お り,さ らに,1999年

度 と2000年 度 に導 人 した 自治 体 が44%に 及 ぶ。

しか し,イ ギ リス の地 ノ∫白治 制 度 に お い て,地 区 委 員 会が 明 確 な位i置こづ

け を 与え られ た の は2000年 地1il't治 法 に よ って で あ る。2000年 法18条3

項 以 ドは,地 区 委 員 会 を次 の よ うに定 義 した。 す な わ ち

(3)本 条 に お い て,

1131CoRRIGAN,sα ρrαnote9,at12.

(4のMARi.、NBARNI侶,JuNETNEwNL、N&IIELENSuLLIv.、N,PowER,P.、RTiclpATIoN

:¥VI)PoLITlcALRENEwALlO6-07(2007).

(45)、 調 査 結 果 は,LocALGovERNMENTAssocL、 ・1・loN,MAKINGr)1弓clsloNLcx・:v.し1":A

SuR、'EYOI'L(x・M∠AじTHoRITIEs()NAREACoNINIITTEEsANDAREAFoRuMs('004)

に ま と め ら れ て い る,,な お,こ の 調 査 は410の 白 治 体 を 対 象 に 行 わ れ,回 収 率 は

72%で あ っ たid.at47.
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「地 区 委 員 会 」 と は,地 方 公 共 団 体 に関 して は,委 員 会 又 は 小 委 員 会 で

あ って,(4)項 の 要件 を満 たす もの を い う。

(中 略)

1×11本 条 に 要件 を 満 た す 委 員 会 又 は小 委 員 会 とは,以 ドの もの を い う。

(a)地 ノ∫公 共 団体 の 区域 の 一・部 地 区 につ き,権 限 を 行使 す る た め に 設 置 さ

れ た 委 員 会 又は 小 委 員 会で あ り,

(b)そ の 全 部 又 は 一部 が"i該 地 区 に 含 ま れ る選 挙 区(electoraldivisions

orwards)選 出 の カ ウ ン シ ル 議 員 を,委 員 会 又 は小 委 員 会 の 構 成 員 と

し,

(c)"i該 地 区 が,(5順 の 要件 の い ず れ か 若 し くはす べ て を満 た して い る

(51前 項 の 要 件 とは,以 ドの もの を い う。

(a)当 該地 区 の 区 域 が,地 ノ∫公 共 団 体 の 全区 域 の5分 の2を 越 え な い こ と

(b)地 方 公 共 団 体 の 算 定 に よ る 当該 地 区 人 目 が,当 該 算 定 に よ る地 方公 共

団体 の 全 人 口 の5分 の2を 越 え な い こ と16

さ らに,政 府 が 自治 体 内 分権 化 の]三法 と して,地 区 委 員 会 を 積 極 的 に推

奨 す る よ うな った の も,2000年 法 以 降 で あ る。 政 府 が 発 した2000年 法 ガ

イ ダ ンス に は,「11ξ1務大 臣 は,地 区 委 員 会 や 地 区 フ ォー ラ ムが,意 思 決 定

を 住 民 に よ り身 近 な もの と し,地 方 白治 体 の 活動 の 過 程 に 住 民 の 声 を 反 映

させ る助 け とな る こ とを 認 識 して い る。llミ1務大 臣 は,例 え ば2000年 地 方

自治 法 に基 づ く執 行 部制 度 の提 案 の よ うに,地 ノ1`1治 体 が 住 民 と協 議 す る

際 に地 区 にお け る 協議 会 が非 常 に 有川 で あ る こ とを 口の1た りに して い る。

した が って,国 務 大 臣 は地 方ri治 体 が 協議,意 思 決定,そ の 両 方 の た め の

分 権 的 制 度 の 使 川 を 考 慮 す る こ と を奨 励 す る」1丁もの と して い る。

先 に述 べ た よ う に,2000年 法 は,地 ノ∫ri治 体 の 政 策 決 定 ・政 策 執 行 を,

委 員 会 に よ る分 散 型 か ら,執 行 部 に よ る集 中型 に 改 め た。 この よ うな 制度

を 導 入 した 目的 の1つ が,カ ウ ン シルt1を 委 員 会 に絡 む 雑 務 か ら解 放 し

(46)L.G.A.2000S.18(3)一(5).

1471Guidance6.11

144-一



イギ リスの地 区委員会と白治体 内分権化

て,コ ミュニ テ ィを代 表 す る とい う本 来 的 な 役 割 に割 く時 間 を確 保 す る と

い う こ と に あ っ た。

しか し,コ ミュニ テ ィを 代 表 す る こ と に時 間 を 割 くと い って も制 度 的 裏

付 け が な けれ ば,絵 に描 い た 餅 に 過 ぎな い 。 地 区 委 員 会 は,カ ウ ン シル議

員 が コ ミュニ テ ィの た め に 仕 事を す る こ とを 可能 にす る た め の 制度 的 枠組

み とい う意 味 合 い を もつ もの で あ るin。

た だ し,こ の よ うな地 区 委 員 会 の 役 割 の 強 調 を 額 面通 りに と って い い か

と い う と,い さ さか 疑 問 が 残 る。2000年 法 は,そ の 立 案'li初 は,地 区 委

員 会 に関 して ほ とん ど定 め る と こ ろが な か ったtai,。委 員会 制 か ら執 行 部 制

へ の 移 行 につ き,執 行 部 に 属 さな い 一 般 議 員 は,そ の役 割 を 奪 わ れ る,政

策 決 定 か ら疎 外 さ れ る,情 報 が 得 られ な くな る,職 員 との接 触 が な くな る

とい っ た不 満 を抱 くよ うに な った 。 これ に対 応 す る た め,政 府 は 執 行 部 創

設 の ノ∫向 は改 め な か った もの の,政 策 評 価 監 視 機 能 の強 調,カ ウ ン シル 全

体 会 議 の 役 割 の強 調,情 報 開 示,地 区 委 員会 等 へ の執 行 権 限 の 委 任 な ど,

一 般 議 員 の 役 割 を 強 調 す る政 策 を 取 り入 れ る こ と に な った とい う見 方 もあ

る繭 。 さ らに,地 区委 員 会 は,執 行 部 の 構 成 員 とな れ な か った 議 員 の ご機

嫌 を 取 る た め の え さに過 ぎな い とい う 見 方す らあ る15i。

しか し,自 治 体 内 の 分 権 化 に は,カ ウ ン シル議 員,特 に,執 行 部 に 属 さ

な い議 員 が コ ミュ ニ テ ィに お け る リー ダー シ ップ を発 揮 す る機 会 を 与え る

だ けで は な く,住 民 参 加 の 促 進,サ ー ビス提 供 の 改 善,地 区 に お け るプ ロ

(48》CoRRiGAN,supranote9,at13-14.

149)Id.at9.

(50)StephanieSnape,ムiberate(∫orLos`Souls:IsThereα ・Rolefor八bη 一Eκρfμ乙iue

Counci〃ors?,inBRITIsllLocALGovERNNIENTINToTIIE21sTC呂NTuRY67-68

(GerryStoker&DavidWilsoneds.,2004)

(51)DavidWilson,NewPatternsofCenlral-LocalGovernmentRelations,in

GerryStoker&DavidWilsonedsid.
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ジ ェ ク トの推 進 とい った 効 果 も期 待 され て い る52と こ ろで あ る。

さ らに,地 区 委 員 会 に は,き め 細 か い 民 意 に),!;ついた 白治 体 の 行 政 運 営

を 可能 に す る とい う効 果 も期 待 で き る とす る 見解 もあ る530す なわ ち,政

党 政 治 が確 ㍍ して い る 多 くの 地 ノ∫白治 体 にお いて は,白 治 体1:体 と して は

少数 派 とな って い る 党 派 が,多 数 を 占め て い る地 区 が 存 在 す る。 そ の よ う

な地 区 に 対 して の 分 権 化 は,rl治 体 の 権 限 の 一 部 の 行 使 を 少 数 党 派 へ 委ね

る こ とに 他 な らな い 。 こ れ は 地 方rl治 体 に お け る 多 元 性(pluralism)を

強 化 す る もの で あ る。

、ア法 化 に 際 して この よ うな 効 果 が どれ ほ ど 考慮 され て い たか は別 に して,

法 は他 の カ ウ ン シル 委 員 会 に適 川 され る 党 派 的 バ ラ ン スの 規 定 司 を,地 区

委 員会 に は適 川 しな い もの と して い る'5の で,地 区 委 員 会 が この よ うな 機

152)MJ).Wll.LKINsoN,DEvoLvlNGGo、 『ERN.、NcE:ARE,、CoNIMITTEEs:¥¥1)NKIGIL

BouRliooDMAN.、GEMENT16-li(2005)http://www.jrf.01・g.uk/bookshop/

eBooks/1859353339.pdf

(53}CORRIGAN,supraIIOIP9,atl5.

〔54)Lora1GovemmenしandHousingActl989s 。15-17は,カ ウ ン テ ィカ ウ ン シ

ル,デ ィス トリ ク トカ ウ ン シル,ロ ン ドンバ ラ カ ウ ン シ ル等 で ,党 派 が 存在 す る

もの は,そ の 委 員会,小 委 員 会,諮 問 委 員 会,諮 問 委員 会 の 部 会 等 を,党 派 的 に

バ ラ ン スの 取 れ た 委 員構 成 に す べ き 旨 を定 め て い る,,委 員の 割 りiて は,① 委 員

会 の す べ て の 構 成 員が 同 じ党 派 でIliめ られ な い よ う にす る こ と,12吻 ウ ン シル の

過'卜 数 を 占め る党 派 が 存 在す る場 合,委 員 会 等 も,,.1i.c党派 が 過.,数 を11iめ る よ う

に す る こ と,3・L記112の 範 囲 で,各 党 派 が 全 委員 会 委 員 総 数 に 占 め る割 合 は,

カ ウ ン シル の 各党 派 の 議ll儲ll合 を 反映 す る よ うに 配 分 す る こ と,14・ ヒ記!11～ ・31に

従 った ヒで,各 委 員会 に お け る 委 員 数 の割 合 は,カ ウ ン シ ルの 各党 派 の 議 席 割 合

を反 映 す る よ うに 配 分 す る こ と とい う原 則 に,可 能 な 限 り従 うこ とと され て い る。

{55地 方 公 共 団体 の 区 域 の ・部 地 区 につ いて,'置1該 地 方 公 共 団体 の 権 限 を 行 使 し,

又 は"i該 地 ノ1公共 団 体 に 意 見を 述 べ る こ との み を 任 務 とす る もの で あ って,投 票

権 を 有す る 委 員 会 ・小 委 員 会 の 構 成 員 が,墓 当該 委 員 会等 を設 置 した地 方 公 共 団

体 の 議 員'2カ ウ ンテ ィカ ウ ン シル が 設 置 す る 委 員会 ・小 委 員 会 で,対 象地 区 に

19(i



イギ リスの地区 委員会と 白治体内分権化

能を果た しうることは確かである。ただ し,地 区委員会とカウンシル全体

の多数派政党が異なる場合,地 区委員会とカウンシルが対 、ア関係に陥るこ

とがあり,こ れがかえって住民参加の妨げとなるという指摘伸 もある。

地区委員会の行使 しうる権限

2000年 法18条(1)項 は 「国務人臣は,規 則により,執 行部,そ の委員会

又はその特定の構成員が,執 行部規定により執行部の担 当とされた権限を,

地区委員会に行使させる旨の定めをすることを可能とする規定を設けるこ

とができる」 と規定 している〔5Tl。これをうけて制定された 「2000年地ノ∫

rl治体(権 限行使規定)(イ ングランド)規 則」6条 で,地 区委員会は,

委任を受けて,執 行部の担当とされた権限を行使することができる旨が定

められている0

その 全 部 又 は ・部 が 含 まれ る デ ィ ス ト リク トの カ ウ ン シル議 員 が 構 成 員 と され て

い る も の に あ って は,当 該 デ ィス トリ ク トカ ウ ン シ ル議 員,⑥ デ ィ ス トリ ク トが

設iiiす る 委 員 会 ・小 委員 会 に で あ って,'11該 デ ィス トリク トが 包 含 され る カ ウ ン

テ ィカ ウ ン シル の 議 員 を 委 員 とす る もの に あ って は,当 該 カ ウ ンテ ィカ ウ ン シ ル

議 員 で,そ の 全 部 又 は 一 部 が'li該 地 区 に含 まれ る選 挙 区(electoraldivisionso　 ・

wa1・ds)選 出 の議 員 に 限 られ て い る もの に は,党 派 別 の 委 員 割 り 当て は適 川 しな

い こ と と さ れ て い るLocalGovemmellt(CommitteeandPoliticalGlulps)

Regulationl990(SI1990/1553)reg.16A,addedbySII991/1398,reg.6G

(56)IN卜 二sNEw、L、N,P.、R[s}L、NDTowNCouNcILs:1¥1)NEIGHBo疋'Rllo()DGovER

NANcEl4(2005)

(肋L.G.A.2000s.18(1).な お,s.18(2)は 「本 条 に 基 づ くの 規 則 に は,'11該 規

則 にJSつ く定 め に お け る制 限 及 び制 約(当 該定 め の 対 象 とす る こ とが で き る 権 限

につ い て の 制 限 及 び 制 約 を 含 む)を 設 け る こ とが で き る」 と 規定 す る が,現 時 点

で 〔21rl'1にJつ く規 則 は定 め られ て い な いGuidanee6.22。

(58)LoyalAuthorities(ArrangementsfortheDischargeofFunctions)(F.ng-

land)Regulations2000reg.F(SI2000/2851).
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執 行 部 が 担 当す る もの と され る権 限 に は,ア 算 執 行 を 含 む の で,地 区 委

員 会 に 一 定 額 の 」ウ算 を 割 り"iて,そ の 執 行 を 委 ね る こ と も"∫能 で あ る。

2000年 法 ガ イ ダ ンス は,地1>く 委 員 会 へ のf算 割 り'iiて に際 し,執 行 部 が

地 区 委 員 会 に 委任 した権 限 を 行 使 す る 際 に使 川 しう るr算 の ヒ限 を 定 め る,

執 行 部 が 委任 した権 限 ご とにr算 を 割 り 当て る,コ ミュニ テ ィー 戦 略 な ど

の 計 画 で 定 め た政 策 目標 に よ りr算 や 支出 の 限 度 を 設 け る,権 限 ご と に割

り"iて られ た ア算 の 中 で,費 目転換 が で きる 限度 を定 め る,r算 の最 高 限

度 に よ り,決 定 の 「大 き さ」 に制 限 を加 え るな どの 方法 を 推 奨 して い るss。

さ らに,地 区 委員 会 は,執 行 部 の担1と され た権 限 を 行使 して い る場 合

で も,執 行 部 の 委員 会 で は な く,カ ウ ン シル の(設 置 した)委 員 会 の性 格

を 持 つ の で,1972年 地 ノ∫rl治 法 の 規 定 に基 づ き,委 任 を 受 け て,執 行 部

の 担 当 と さ れ な か っ た権 限(カ ウ ン シル の 権 限),例 え ば,免 許 や 開 発 許

li∫に 関 す る権 限 を 行 使 す る こ とが で き るIi°。

つ ま り,地 区 委 員 会 は,執 行 部 の 担 当 と され た権 限,執 行 部 の担 当で は

な い権 限 の い ず れ も,委 任 を 受 けれ ば,そ れ を 行 使 す る こ とが で き るの で

あ る。(地 区 委 員 会 が あ る場 合 の カ ウ ン シル の 組 織 と権 限 行 使 に つ い て は

図3を 参照 。)

な お,2000年 法 の ガ イ ドラ イ ンは,委 任 され た 権 限 を 行 使 す る こ と以

外 に,地 区 委 員 会 に 次 の よ うな 役 割 を 与え る こ とを 考 慮 す べ き もの と して

い る。

・当該 地 区 に 利 害 関 係 の あ る 事項 に つ き
,執 行 部 や 監 視 委員 会 に意 見 を

述 べ る こ と

・住 民 と の 協 議過 程 の 重要 な 一一部 とな る こ と

・カ ウ ン シル議 員 が コ ミュ ニ テ ィー の 意 見 を聴 き
,そ れ を 代 表 す る助 け

15911d.6.18.

160)Guidance6.28.
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1

図3カ ウ ン シ ル の組 識 と権 限 行 使(地 区 委 員 会 が あ る場 合)

… 執行部の脳 ではない権限の行使コ
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とな る こ と

・地 方公 共 団 体 が ,公 的 セ ク ター,私 的 セ ク ター,ボ ラ ンテ ィア団 体,

公 衆 と 協 力関 係 を構 築 す る助 け とな る こ と

・コ ミュニ テ ィー 計 画 の 一 環 と して の地 区 の コ ミュニ テ ィ戦 略 を 策 定 す

る助 け とな る こ ど 刷

3地 区委員会の実態

地 区 委 員 会 は そ の 設 置 が 義 務 付 け られ て い る わ け で は な い の で,地 区 委

員 会制 度 を 採 川 す るか ど うか,さ らに,採 川 す る場 合 で も,そ の 管 轄 区域,

構 成,権 限 ・役 割 を どの よ うな もの とす るか な ど は,各r1治 体 の 判 断 で 決

め る こ とが で き る。

(GllIcl.fi.32.
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本 節 で は,ま ず,地 区 委 員 会 の 設 置状 況,管 轄 区域 ・委 員 数,権 限 等 に

つ い て,地 ノ∫白治 協会 に よ る ア ンケ ー ト調ii:に1,i;づき,一 般 的 状 況 を 概 観

し,続 い て,地 区 委 員 会 の 活 用 に 積 極 的 に取 り組 ん で い る3つ の 自 治 体

(小 都 市 で あ る ケ ン ブ リ ッ ジ,都 市 部 と川 園 部 を抱 え る チ ェ ス ター,ユ ニ

タ リーri治 体 で あ る ノ ッテ ィンガ ム)を 例 に して,地 区 委員 会 の 実 態 につ

い て検 討 して み た い。

設 置 状 況

表1は,自 治 体 の 種 類 別 に,地 区 委 員 会 を 設 置 して い る 自治 体 の 割 合 を

パ ー セ ンテ ー ジで 示 した もの で あ る。

大 都 市 圏 と大 ロ ン ドン圏 の 自治 体 で,地 区 委 員会 設 置割 合が 高 い。 こ の

理 山 と して は,大 都 市の 白治 体 は,人 口が 多 い た め,ri治 体 内分 権 組 織 の

必 要性 が 高 い こ とが 考 え られ る。 ま た,地 区 委 員 会 は,基 礎 的 自治 体 の ド

で の地 域 白治 の ツー ル と して,バ リ ッシ ュカ ウ ン シル と競 合 関 係 に あ るが,

大 都 市 圏 に は パ リ ッシ ュ ・バ リ ッ シュ カ ウ ン シル が設 置 され て い な い地 域

が 多 く,(LondonGovel・nmentActl962に は パ リ ッ シ ュ ・パ リ ッ シ ュ

表1:地 区委員 会を設 置 している自治体の割合(%)II曹

SIB LF3 UA CC' DC' W 合計

設 置 58 X11 34 29
-一 一 一

71

19
--

81

1.3 26

未設置 92 31 GG 87 74
[

1621Loc.、1、GovERNMENTAssocLvrloN,.sttprtt1101P・15at8.な お,こ の 調 査で は,

地 区 委 員 会 を 「委 任 を 受 け て 執 行 部の 担 当 と さ れ た 権 限 を 行 使 し う る機 関 」 と定

義 した。2000年 法 は,他 の 地 方 白 治 体 に 執 行 部 の 権 限 を 行 使 さ せ る こ と を 認 め

て い る(L.G.A.2000s.19)の で,先 の定.義 に よ れ ば,デ ィ ス トリ ク トカ ウ ン シ

ルが,ハ リ ッ シュ カ ウ ン シル や そ の 委員 会 に,執 行 部 の担"1と され た 権 限 を 委 任

して い る場 合,パ リ ッ シ ュカ ウ ン シ ルや そ の 委 員 会 も 「地 区 委 員 会1に 含 ま れ る

こ と とな るU
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MB:大 都 市圏 バ ラ(Nletoropolitanboroughs:イ ン グ ラ ン ド大 都 市 圏1'弔の 基 礎 的1`1治 体)

LB:ロ ン ド ン バ ラ(Londonboroughs:大 ロ ン ド ン 圏 の 基 礎 的n治 体"1)

UA:ユ ニ タ リー 自 治 体(unitaryauthorities:イ ン グ ラ ン ド非 大 都 市 圏 「"の 一一一ll噂制 臼治 体)

CC:カ ウ ン テ ィカ ウ ン シ ル(countycouncil:イ ン グ ラ ン ド非 大 都ll∫圏 の 広 域rl治 体)

DC:デ ィス トリ ク トカ ウ ン シ ル(districtcouncil:イ ン グラ ン ド非 大 都ll∫圏 の 基礎 的 自 治 体)

W:ウ ェ ー ル ズ(WelshUnitary:ウ ェ ー ル ズ の 一・層 制 白 治 体)

(63)1972年 地 方ri治 法 は,大 ロ ン ドン圏 を 除 く,イ ン グラ ン ドを6つ の 大 都II∫圏

カ ウ ン テ ィ(大 都 市 を 含 む カ ウ ンテ ィ)と39の 非 大 都 市圏 カ ウ ンテ ィ(大 都 市

を 含 ま な い カ ウ ン テ ィ)に 区 分 した。 当初 は,大 都 市圏 カ ウ ンテ ィ,非 大 都 市圏

カ ウ ン テ ィの 両 方 に,カ ウ ンテ ィカ ウ ン シ ル が 騰 か れ て い た が,1985年 地 ノ∫ri

治 法(Local(roves°nmentAct1985)に よ り,1986年 に 大 都 市 圏 カ ウ ン テ ィカ

ウ ン シ ル は,大 ロ ン ドンカ ウ ン シ ル(GreaterLondonCouncil)と と も に廃IL

され,大 都ifilCIは大 都 市圏 デ ィス トリク トカ ウ ン シル の み の一一一ltiya制自治 制1Xと な っ

た。 大 都 市 圏 バ ラ と は,こ の 大 都 市 圏 デ ィス トリ ク トカ ウ ン シ ルの 別称 で あ る、,

大 都 市圏 デ ィ ス ト リク トの す べ てが,バ ラ あ るい は シテ ィを 称 す る勅 許 を 与え ら

れ て い る た め,こ の よ うに 呼 ば れ る。

(6の 大 ロ ン ドン圏 の 白治 制 度 は,LondonGovemmentAct1963に よ り規 定 さ れ

て い る。 ロ ン ドンバ ラ とは,こ の法 律 で創 設 され た 大 ロ ン ドン圏 の 白治 体 で あ り,

ロ ン ドンバ ラ と(特 許 状 に よ る伝 統li勺な 制度 を維 持 して い る)シ テ ィオ ブ ロ ン ド

ンで ロ ン ドン地 域 の 基 礎 的 自治 体 を 構 成 す る。

(65)イ ン グ ラ ン ドの非 大 都 市 圏 は,基 本 的 に,カ ウ ンテ ィカ ウ ン シル と デ ィス トリ

ク トカ ウ ン シル の:層 制 で あ る が,1992年 地 ノ∫r1治 法(LocalGovemmentAct

l992)の 定 あ る スキ ー ム に よ り,い くつ か の 地 域 で,カ ウ ンテ ィカ ウ ン シ ル と,

デ ィス ト リク トカ ウ ン シ ル を 統 合 した ユ ニ タ リーf't治 体(wiitaryauしhority)

が 設 置 さ れ た。 ユ ニ タ リー 自治 体 へ の移 行 は,1三 と して,移 行 対 象 とな る デ ィス

ト リク ト(従 来 か らあ る デ ィス トリク トが そ の ま ま 移 行 す る場 合 と,合 併 に よ り

新 た に設 置 さ れ た デ ィ ス ト リク トが 移 行 す る場 合 が あ る)が,従 来 の カ ウ ン テ ィ

を 離 れ,移 行 対 象 区域 の みで,新 た な カ ウ ンテ ィを 形成 した ヒで,'11該 カ ウ ンテ ィ

に は,カ ウ ンテ ィカ ウ ン シル を 設 置 しな い と い う方 式 が と られ る。 カ ウ ンテ ィの

i領 域 がユニ タ リーrl治 体 に移 行す る場 合は,カ ウ ンテ ィカ ウ ン シル を存 置 し,デ ィ

ス トリク トカ ウ ン シル を設 置 しな い とい う方式 が と られ る こ ともあ る。
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カ ウ ン シル に関 す る 規定 が な い た め)大 ロ ン ドン圏 に はパ リ ッシ ュ カ ウ ン

シル を設 蹉 しえ な い。 これ も,パ リ ッシ ュ カ ウ ンシ ル の 多 い非 大 都ll了圏 や

ウ ェー ル ズ(ウ ェー ル ズに は,イ ン グ ラ ン ドの パ リ ッ シュ に あ た る コ ミュ

ニ テ ィが そ の 全 領 域 に設 置 され て い る)に 比 べ て,大 都 市 圏 や 大 ロ ン ドン

圏 の 白治 体 が,地 区 委 員会 の 利 川 に積 極 的 で あ る理 由 の ひ とつ で は な い か

と推 測 で き る。

規 模

地 区 委 員 会 の 「規 模 」 は,委 員 会 の 委 員 の 数,委 員 会 の 管 轄 す る区 域 の

人 日 とい う:つ の 指 標(ifi!ではか る こ と が で き よ う。

表2:地 区委員会の委員数

'1'一均 13

最小 3
　

最大 167

表3:地 区委員会の管轄人 口

'1 一均 3883)
　一

最小
　

3000

最大 121911

な お,167名 の 委 員 か ら構 成 され て い る の は,人 都 市 圏 の:つ の 選 挙 区

を 管 轄 とす る地 区 委 員 会 で あ り,例 外 的 な もの と考 え られ る。 また,地 区

委 員 会 の 管 轄 区 域 の 人 口 につ い て は,基 礎 的 白治 体(デ ィス トリク トカ ウ

ン シ ル)に お け る地 区 委 員 会 と広域 的 自治 体(カ ウ ンテ ィカ ウ ンシ ル)に

お け る地 区 委員 会 の 両 方 を'1'一均 した もの で あ る こ とを 考 慮 に入 れ る必 要が

あ る。 基礎 的 自治 体 に お け る地 区 委 員 会 の 管 轄 地 区 人 口の'F均 は,こ の 数

字 よ り も小 さ くな る こ とが1与想 され る。

目的 ・権 限

ア ンケ ー トの記 載 に よ れ ば,地 区 委 員 会 の 設 置 目的1ま,概 ね 以 ドの よ う

(66)LocALG(,vKRNNIENTAssocL、TioN,supranote45atl9.
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イギ リスの地 区委員会 とrl治 体内分権化

な もの で あ る仲 。

・コ ミュニ テ ィ計 画 策 定 の た め に 活 川 す る こ と

・地 域 との 意 見 交換 の た め に 活 用 す る こ と

・決 定 に際 して の地 域 住 民 の 参 加 の 増 進 の た め に活 用 す る こ と

・地 域 の 意 見 を代 弁 す る こ と

・地 ノ∫公 共 サ ー ビス供 給 を 監 視 す る こ と

・開 発f算 を 管 理 す る こ と

さ ら に,多 くの地 区 委 員 会 は 以 ドの よ う な 事項 に つ き決 定 権(1℃spon-

sibilityfordecisions)を 有 して い る こ とが 多 い。

●`1卜1呵申5清(planningapplications)

・道 路 の 維 持 管 理

・地 域 に お け る交 通 問 題

・環 境 計 画(envirOnmentalinitiatiVeS)

・コ ミュニ テ ィグ ル ー プ に 対す る 補助 金給 付

地 区 委 員 会 の 委 任 権 限 やr算 の 多寡 は,地 方 公 共 団 体 の 規 模,地 区 組 織

の 数 と規 模 に 比 例 す る傾 向 に あ る とい うll'81。また,ド 院 の 委 員 会 が2002

年 に行 った 調 査 に よれ ば,地 区 委員 会 へ の権 限 委 任 が ト分 に行 わ れ て お ら

ず,多 くの 場 合,委ii会 は ほ とん どお しゃべ りの場(talkingshop)と な っ

て い る と い う傾 向 が 見 られ た とい(i9。

ケ ンブ リ ッジ ・シテ ィ ・カ ウ ン シル にお け る地 区 委 員 会

ケ ンブ リ ッ ジ ・シテ ィ ・カ ウ ン シル(CambridgeCityCouncil)は,

{67}1と 乙atll.

1㈱Guidallce6.13.

(69)TRANspoRT,LocALGovERNMIうNTAND'1'111;REGIoNsCo～1×91'["1'1;1;(II()じsEoF

CoNIMoNs),HowTHELocA[、GovERNNIENT20001sWoRK[NG20(2002)
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イ ング ラ ン ド東 部 に あ る デ ィ ス トリ ク トカ ウ ン シル で あ る。 市 の 人 口 は

108864人(2001年 国 勢 調 査 。 な お,2006年 度 見積 も りで は,116700人)

で あ り,カ ウ ン シル 議 員 数 は42名,2007年 現 在 の 党 派 別 内訳 は 自 由民 主

党28名,労 働 党13名,無 所 属1名 で あ る。

市 に は右 の 図 の よ う に4つ の地 区 委 ヶンブリッジ市における地区委員会

員 会 が 設 置 さ れ て い る 。 各 地 区 は

3～4の 選 挙 区 か ら構 成 さ れ,2001年

の 略 調 査 に よ れ ば 凍 地 区(E。 、ti

Area)は30752人 ・ 北 地 区(N・rth..................地 区'〉'＼

Area)は32601人,南 地 区(South

Area)は22935人,西 ・中 央 地 区

(West/CentralArea)は22575人 で

あ る伽。

各地 区 委 員 会 の 委 員 は,そ の 管 轄 区

域にある選挙区選出のカウンシル議員である。ただし,投 票権を有 しない

追加委員として,当 該地区選出のカウンティカウンシル議員を招請するほ

か,地 区委員会が適切と思慮する場合,地 区委員会の手続に参加できるよ

うにするため,賃 借人団体 ・居住者団体の代表,地 区における青少年の代

表,地 区における警察の代表,地 区におけるボランティア ・セクターの代

表,地 区における教育界の代表,医 師 ・保健機関の代表など,他 の行政機

関や団体の代表を招請することができるものと定めているσ"。

170)http://www.cambridge.gov.uk/ccm/content/strategy-and-partnerships/p

olicy-officer/mpO6-area-committee-profiles.enよ り

(71)CambridgeCityCouncilConstitutionPart2ArticlesoftheConstitution

Article8RegulatoryandAreacommittees8.22-24,http://www.cambridge.

gov.uk/ccm/content/committees/CCCconstitution/cambridgeCC-constitutio

n1.enよ り
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イギ リスの地区 委員会 と1'1治体内分権化

地 区 委 員会 の権 限 とさ れ て い る事 項 に は,環 境 改 隆,地 区 計lilii申,ll嚢1,公

園 及 び レク リエ ー シ ョ ンサ ー ビス,コ ミュニ テ ィサ ー ビス,街 路 関 係}}項

が あ る0

環 境 改 善 に関 して は,∫ 》算 の 割 り 当て を 受 け,そ の 範 囲 で 支 出 を行 う権

限 を 有 す る他,環 境 改.Y,`一プ ロ ジ ェ ク トに 関 して,調 査,確 認,協 議,承 認

な どの 役 割 を 果 た す こ と,環 境 改 善に か か る政 策 の 見直 しに際 して 協議 に

与る こ と,環 境 改.Y.に 関 す る追 加1つ算lli請 を す る こ と,環 境 改1射 こ関 す る

報 告 、1}を環 境 監 硯 委 員 会(EnvironmentScrutinyCommittee)に 提 出す

る こ とな どの 権 能 が 与え られ て い る。

地 区 計 画 申 請 に つ い て は,職 員 が決 定 で き る 申 請,重 要 なill請 な ど計 画

委 員 会(PlanningCommittee)が 決 定 す る 巾請 を 除 き,当 該地 区 に関 す

る 申請 につ い て 決定 す る権 限 を有 す る。

公 園 及 び レ ク リエ ー シ ョンサ ー ビス につ い て は,地 区 の スポ ー ツ ク ラ ブ

と連 携 しつ つ,公 園 及 び レ ク リエ ー シ ョ ンサ ー ビ スに つ い て 検 討 し,そ の

監 視 に寄 与す る こ と,公 園 及 び レク リエ ー シ ョ ンサ ー ビ スの 改 善に つ き勧

llrする こ と,公 園及 び レ ク リエ ー シ ョ ンサ ー ビス に か か る政 策 の 見II`〔しに

際 して 協議 に1一る こ とな どの 役 割 が 与え られ て い る。

コ ミュニ テ ィサ ー ビ スに つ い て は,地 区 の 居 住 者賃 借 人 の1寸1体と連 携 し

つ つ,広 報 広 聴 な ど の促 進 に寄 与す る こ と,コ ミュニ テ ィ施 設 につ い て検

討 し,勧 告 す る こ と,コ ミュニ テ ィ活 動 に対 す る補 助 金給 付 に つ き 協 議 に

r-J一る こ と,執 行 部 か らの 委任 に 基 づ き,補 助 金 を 給 付 す る こ と,児 竜や家

族 に 関 す る近 隣 レベ ルの サ ー ビ スに つ き監 視 す る こ と,育 少 年 に関 す る政

策 に か か わ る こ と等 の役 割 が 　-1一え られ て い る。

街 路 関 係 で は,道 路 清 掃,公 衆 便 所,除1∵(等 につ き 協議 に 与 る こ と,街

σ2)C'amin・idgeCityCouncilConstitutionPart3DischallgeofCoun(・ilFしmcti(ms

Section12,id.
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路維持管理に関する優先事項を決定すること,街 路に関する公共サービス

の状況について監視すること,な どがその役割とされている。

は 人 口13495人,第2地 区(OverleighArea)は 人 口14684人,第3地

区(Upton,NewtonandHooleArea)は 人 口25075人,第4地 区

(BoughtonHeath,HuntingtonandVicarsCrossArea)は 人 口11502

人,第5地 区(RuralSouthArea)は 人 口13316人,第6地 区(Gowy

NorthArea)は 人 口28073人,第7地 区(CityArea)は 人 口12067人

で あ る(73)0

チ ェ ス ター 市 に は 執 行 権 の な い9つ の 地 区 パ ネ ル が 設 置 さ れ て い た。

2003年4月 に,執 行 部 か ら委 任 され た 権 限 を 行 使 し,地 区 事業 の た め に

㈲http://www.chester.gov.uk/community _and_living/area_committees/are

a _committee_profiles.aspxよ り
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イギ リスの地区 委員会 と自治体 内分権 化

割 り'11て られ たr算 を 有す る7つ の地 区 委 員 会 が 設 置 され だ ↑U。

地 区 委 員 会 は最 低 年4回,多 くは年6回,会 議 を開 催 してい る。 会 議 は,

警 察 や 消 防 な ど他 の 行 政 機 関 や 団 体 等 か ら意 見 を聴 いた り,住 民 の質 問 に

答 え るた めの 非 公 式 セ ッシ ョンと,決 定 の た めの 報 告が な され決 定 が ドされ

る業務 セ ッシ ョンか らな る。 会 議 は 夕 方以 降,2時 間 程 度 開 催 され てい る175。

地 区 委 員会 の1:な 役 割 は,① 割 り 当て られ たrを ど の よ う な サ ー ビ ス

(地 区 安 全 活 動,公 園 な ど)に 利 川 す るか 決 定 す る こ と,② カ ウ ン シ ル 中

央 にお け るr一 決 定 に 際 して,意 見 を 述 べ る こ と,⑧ 地 区 に影 響 を'∫え る

が,カ ウ ン シルi央 で決 定 され る 事項(T:要 な 都 市計liiii申i言1善1,都li∫計Illl「の

策 定 な ど)に つ き 協議 に 　-1一る こ とで あ る'7〔1。そ の た め,地 区 委 員 会 に は,

次 の よ う な 喜1`項が 付 託 され て い る1771。

・執 行 部,カ ウ ン シル か らの 委 任 を 受 けた 事項 につ き,決 定 す る こ と

・執 行 部 に諮 問 され た 事項 につ き,執 行 部 また は職 員 に意 見を 述 べ るこ と

・執 行 部や 他 の 委 員 会 との 協議 に 与 る こ と

・コ ミュニ テ ィの 問題 ,計 画,免 許 につ き,執 行 部,計 画 委 員 会,免 許

委 員会 に 対 し,地 区 の 意 見 を 述 べ る こ と

・パ リ ッ シュ カ ウ ン シル,他 の 地 方 公 共団 体,コ ミュ ニ テ ィ団 体,そ の

他 機 関 と連 携 を保 ち,協 議 す る こ と

・コ ミュニ テ ィに 関連 す る,カ ウ ン シ ルの 共 同計 画過 程 に 参 　-J一す る こ と

(7①CliEsTERCrl鴨YCouNclL,AREACoNINliT「1層EEsANDARE.、WoRKINGINCIIEsTER

DISTRICT:ANEVALUATION2003-05,7(2005),http://www.ehester.gOv.uk/

1'DF/Area-committee-year-2-evaluation.pdf

(7.i)Id.at8.

17G)htip://www.chFStei・.gov.uk/community _and_living/area_committees.asps

(77)CllesterCitvCouncilConstitutionPart2ArticlesoftheConstitutionArti-

cleIOlO.2,http://www.chester.gov.uk/PDF/Democlaey-Collstitution-Part2.

pdl'
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・ベ ス トバ リ ュー78を 促進 し,執 行 部,政 策1評価 委員 会 と と もに,ベ ス

トバ リュ ーLl標 の達 成 促 進 の た め に 活 動 す る こ と

・執行 部 に 対 し,そ の 決 定 が 地 区 に もた らす 影 響 につ いて 報 告 をす る こ

と

・そ の求 め に 応 じ,地 区 委 員 会 に委 任 され た 権 能 の遂 行 に関 す る政 策 評

1面委 員会 の 活動 に 協 力 す る こ と

さ らに,カ ウ ン シ ルの 公 共 サ ー ビス提 供,権 能,カ ウ ン シル の 所 有す る

施 設 の う ち,以 ドの`1`項 につ いて は,執 行 部か ら地 区 委員 会 に 委任 され る。

・地 域 の コ ミュニ テ ィ及 び 安 全 に 関 す る施 策

・街 路 名

・運 動 場 ,オ ー プ ン スペ ー ス改 鯵計 画 及 び そ の 実 施 の 承 認

・地 域 プ ロ ジ ェ ク トの 詳 細 に つ い て の 承 認

・都 市村 落 開 発法 に 基 づ き,カ ウ ン シル 全 体 会 議 で 採 択 され る開 発 規 制

に関 す る地 区 開 発摘 要,村 落 ・パ リ ッシ ュ計 画 概 要の 承 認

・r算 の範 囲 内 で,ま た は,地 区 委 員 会 の 費 川 負 担 で 実 施 され る計llhlの

承 認

・公 園 及 び オ ー プ ン スペ ー ス(GrosvenorParkを 除 く)

・コ ミュニ テ ィセ ンタ ー

・運 動 場

(78)「 ベ ス ト ・バ リュ ー 制 度 と は,地 ノ∫自治 体 が 経 済 性(economy),効 率性(effi-

ciency)及 び 効 果性(eff'ectivenes5)に 配慮 しな が ら,コ ス トと質 の 両 面 につ いて

白 ら提 供 す る行 政 サ ー ビス を 見li量{し,継 続 的 に 改Kし て い くこ とを義 務 づ け る制

度 で あ る。 ま た 同 時 に,地 方 白治 体 は こ の 義 務 を 果 た す た め に,住 民 に 対 して の

説 明 責 任(ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ)と 広 範 囲 に わ た る国 民 の 利 益 の 代 表 者 と して の

役 割 を 果 たす と と も に,中 央政 府 に 対 す る責 任 も有 して い る」ri治 体 国 際 化 協 会

r英1【三1の地 方 自治 』(2003年)168∫{,http://www.clair.oz・.jp/j/forum/5f'1'1PS/

pdf/08,pdf
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・店 舗(修 理 ,維 持,使 川 方 法 の 変 更,賃 借,更 新)

・18∫民 菜 園

・地 域 の イベ ン ト及 び フ ェ ステ ィバ ル

・地 域 経 済 再 生 プ ロ ジ ェ ク ト

・駐 巾場(市 中 央(短101及 び 長 期 利 用) ,カ ー ・ア ン ド ・ラ イ ド川施 設

を除 く)

な お,ヒ 記 の 「地 域 」(Loca1)に は,ili%域 及 び そ れ よ り広 範 な 地 域

に影 響 をr-1一え る もの,rli体 の 経 済 に 影 響 をi一え る もの は 含 ま れ な い。 こ

れ ら'1}1i'iに関 す る 決定 は,執 行 部 また は カ ウ ン シルが 定 め た,既 存 の政 策,

計Illll,r算,職 員 へ の 委 任 規 程 の 範 囲 内 で 行 わ れ る もの と され て い るC,

さ ら に,地 区 委 員 会 は,各 地 区 に お け る,カ ウ ンシ ルの 公 共 サ ー ビス提

供,権 能,カ ウ ン シル の所 有 す る 施 設 の う ち,以 ドの 事項 につ き,執 行 部

また は 職 員 に,勧 告 をす る こ とが で き る ≫U。

・グ ラ ウ ン ドの 維 持 管 理 ,街 路 清 掃,ご み の 収 集 に 関 す る契 約 の 内容 及

び 地 域 で の 運 川

・地 区 委 員 会 のr算 を川 い て,ヒ 記1}項 に つ き標 準 以1一の サ ー ビス を提

供 す るた め の 契 約 内容 の変 更

ま た,地 区 委 員 会 は,(緊 急 の 場 合 を 除 き)以 ドのBl噸 につ き,執 行 部

ま た は 計1珂委 員 会 との 協議 に'∫り,ま た は 意 見 を 表 明 す る機 会 をr-1一え られ

る ㌔

・"i該 地 区 に お け る 重 要な 計 画 巾請

・隣 接 す る計 画 行 政 庁 に対 す る'T:な 計lihi申請 で ,'且i該 地 区 に直 接 の 影

響 をr-1一え る もの

171Chest〔'1・CiteCouncil('c>nsLilutionPart3RespollsibilityforFしmcti()1151.1.

(801/`1.at4.2.

18111d.at4.3.
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・カ ウ ンシ ル全 体 に関 す る事 項 ま た は政 策 で,

与え る もの

・計 画政 策 及 び他 の 計 画 及 び プ ロ ジ ェ ク トで ,

与 え る もの

当該地区に直接の影響を

当該地区に直接の影響を

ノ ッ テ ィ ンガ ム ・シテ ィ ・カ ウ ン シル に お け る地 区 委 員 会

ノ ッテ ィンガ ム ・シテ ィ ・カ ウ ン シル(NottinghamCityCouncil)は,

イ ング ラ ン ド中 央 東 部 に 位 置 す るユ ニ タ リーrl治 体 で あ る。

市 の 人 口266988人(2001年 国 勢 調 査。 な お,2006年 度 見積 も りで は,

286400人)で あ り,カ ウ ン シル 議 員 数 は60名,2007年 現 在 の党 派 別 内 訳

は,労 働 党47名,保 守 党7名,自 由民 主党6名 で あ る。

市 に は 右 の 図 の よ うな 第1地 区 か ら ノ。テ.ンガム市における地殴 胎

第9地 区 ま で の9つ の 地 区 委 員 会 が 設

置 され て い る。 地 区 委 員 会 の 管 轄 区 域

は,2～3の 選 挙 区 か ら な り,2001年

の 国政 調 査 に よれ ば,各 地 区 の 人 口 は

第1地 区29580人,第2地 区30434人,

第3地 区40924人,第4地 区40952人,

第5地 区29235人,第6地 区27137人,

第7地 区23249人,第8地 区19016人,

第9地 区26461人 で あ るIH21。

地 区 委 員会 は,当 該 地 区 を 構 成 す る

選 挙 区 選 出 の カ ウ ン シル 議 員 の 他,地 区 住 民,地 区 組 合,ボ ラ ンテ ィア団

体 ・コ ミュニ テ ィ団 体,医 療 保 健 機 関,警 察,消 防,地 区 の 企 業 そ の 他 団

侶ahttp://www.nottinghamcity.gov.uk/sitemap/services/sociaLissues/popu

lation/census _homepage/area_committee_data.htm
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体 な どの 代 表 等 で 構 成 され,2ヶ 月 ご と に 会 議 を 開 催 して い るnsO地 区 委

員 会 を 補 佐 す る た め に,カ ウ ン シ ル 職 員 か ら な る 近 隣 地 区 担 当 班

(NeighbourhoodManagementTeam)が 配 置 され て い る艸 。

地 区 委 員 会 の権 限 と され て い る 事項 に は,以 ドの よ うな もの が あ る185。

・近 隣 活 動 計 画(neighbourhoodactionplans)等 を 承 認 ,監 視 等 を

行 う こ と,

・地 区 レベ ル の 活 性 化(regeneration)
,ll∫ 開 発(renewal)活 動 の 指

導 調 整 に あ た る こ と,

・地 区 内 の 協議 を企 画 調 整 す る こ と
,

・所 定 のr'内 で ,地 区 の経 済,社 会,環 境 の 維 持 改 善 を 図 る た め の 活

動 を 行 う こ と,

・遊 歩道 ,街 灯,コ ミュニ テ ィ公 園 及 び運 動 場 の 維 持 管 理 等 に関 す る優

先 順 位,活 動 計 画,活 動 基 準 を 同意 す る こ と,

・当該 地 区 に 関 す る,住 宅 環 境 改 善,道 路 環 境 改 善等 に つ いて 承 認 し,

免許 申 請,学 校 再編,公 園 施 設 等 につ い て 協 議 にt-1一る こ と,

・廃 棄物 収 集,住 宅,コ ミュニ テ ィの 安 全,ボ ラ ンテ ィア 団 体 へ の 補 助

金 等 に関 す る 監 督 監 視 活 動 にか か わ る こ と,

・ベ ス トバ リュ ー審 査 に か か わ る こ と,

(83)http://www.nottinghamcity.gov.uk/sitemap/services/councilgovernment
_

ancl _democi-acy/nottingham _city_council/decisionmaking/areafocus/what_

areareacommittees.htm

l84)http://www.nottinghamcity.gov.uk/sitemap/services/councilgovernment _

an(しdemocracy/nottingham _city_council/decision_making/areafocus/what_

aye _area_committees/al°ea_1_bulwell_andbulwell_forest.htm.

(85)NottinghamCityCouncilConstitutionAppendixG(C.)CommitteeTi・msof

Reference,http://www.nottinghamcity.gov.uk/appenciix6 _c_committeesterms

ofrefe　 °encev6..pdf
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・執行 部,政 策 評 価 委 員 会 に 意 隻己を 述 べ る こ と,

・r算 策 定 に 際 し,地 域 の ニ ー ズ と優 先 項 目を 申 し述 べ る こ と,

・獲 得 した 資 金 の 範 囲 内 で ,地 区 プ ロ ジ ェ ク トを 準 備 実 施 す る こ と,

・他 の公 的組 織 ,私 的 組織,ボ ラ ンテ ィア 団 体,コ ミュニ テ ィ団 体,地

域 住 民 と の 間 の 協 力 関 係 を 確 ㍍す る こ と,

・'T.要な財 産 運 川案 を提 案 し,承 認 す る こ と,重 要 とは い え な い が,地

域 にか か わ る財 産 運 川 に つ い て 協 議 を 受 け る こ と,

・'且↑該 地 区 に か か る5000ポ ン ドを 超 え な い補 助 金 を コ ミュニ テ ィ団体
,

ボ ラ ンテ ィア 団体 に 付r-1一す る こ と,

・執 行 部 の 委任 に よ り,'1↑該地 域 と関 係 す る 機 関 の 委 員 等 を 指 名 す る こ

と

・執 行 部 ま た は カ ウ ン シル か らそ の 都度 委 任 され た 権 限 を 行 使 す る こ と

4地 区委員会への評価と課題

」二記 の よ う に,地 区 委 員 会 制度 は,さ ま ざ ま な 白治 体 に お い て,さ ま ざ

まな 形 で,自 治 体 内 分 権 化 の た め の ツ ー ル と して 川 い られ て い る。2004

年 の ア ン ケー ト調 査 に よれ ば,地 区 委 員 会 を 設 置 して い る 自治 体 の地 区 委

員 会 に 対 す るIL方 は概 ね 良 好 で あ る と い え る(表4～ 表7参 照 野 。

表4:地 区委員会 は意思決 定の改善 へ寄与 しているか(%)

MB LB LiA CC DC w 合計

大き く寄 与してい る 25 一1:} 43 )U 12 0 39

あ る 程 度 寄i1一して い る 58 M 13 )U 45 100 19

あま り寄 与していない 17 M U 10 0 9

全 く寄'∫ して い な い 0

U

1`? U 0 3 0 3

(86}LocALGovERNNIENTAssocL、TloN,supra.110te・15atM-15.

…16?…
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表5:地 区委 員会は住民参加 に寄与 して いるか(%)

MB LB UA GC DC W 合計

大き く寄 与 してい る 31 11 25 29 30 0 26

ある程度寄 与 して いる 46 78 50 42 58 100 57

あま り寄 与 していな い 23 11 25 29 12 0 17

全 く寄 与して いな い 0 0 0 U 0 0 0

表6:地 区委員会 は執行 部 に属 さない議員が よ り良 い役割 を

果 たす ことに寄与 して いるか(%)

MB LB UA CC DC W 合計

大き く寄 与 して いる 36 56 25 50 39 5U 40

あ るnii度 寄 与 して い る 50 33 63 50 5? 50 50

あま り寄 与 して いない 7 0 12 0 9 0 7

全 く寄 与して いな い 7 11 0 0 0 0 3

表7:地 区委員会は効率的決定 に寄与 しているか(%)

MB LB UA CC DC W 合計

大き く寄 与 して いる 14 22 14 25 19 0 18

あ る程度寄 与 して いる 71 <56 tl 63 65 100 G6

あま り寄 与 して いない 15 11 15 12 13 0 13

全 く寄 与 して いな い U 11 0 0 3 U 3

しか し,運 川 の仕 方 を 誤 れ ば,地 区 委 員 会 が 期 待 され て い る機 能 を ト分

に 果 た し得 な い こ と は い うま で もな い 。

地 区 委 員 会 が,う ま く機 能 しな か った 例 と して は,ニ ュ ー カ ッス ル ・シ

テ ィ ・カ ウ ン シ ル(Newcastle(uponTyne)CityCouncil)に お け る 初

期 の 試 みが 報 告 され て い る。 ニ ュー カ ッス ルで は,① 分権 化 と リン ク した

補 助 金 を獲 得 す る こ と,② 硬 直 化 し時 代 遅 れ と な った カ ウ ン シル の 行 政 慣

行 に変 化 を もた らす こ と,③ 地 方 行 政 に コ ミュニ テ ィー を 参 画 させ る こ と

を 目的 と して,2001年4月 に7つ の地 区 委 員 会 が 設 置 され た。 当初,こ

れ らの 委 員 会 問 の 包括 的 な 調 整,指 導,戦 略 ヒの 位 置 づ け等 は,ほ とん ど,
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あ るい は 全 くな く,そ れ ぞ れ の 地 区 委 員 会 は バ ラ バ ラ に 発展 して い く こ と

とな った。 地 区 委 員 会 の 中 に は,会 議 を'11該地 区で 開 催 しな い もの が あ り,

住民 の 批 判 を 招 いた 。 地 区 委 員 会 の 制度 のT:要 性 が 強 調 さ れ た に もか か わ

らず,地 区 委 員 会 を 市の 政 治 行 政 構 造 の 中 に ど う位 置 づ け る の か とい う点

で,多 くの 混 乱 と誤 解 が 生 じた。 多 くの地 区 委 員 会 が 従 来 の 委 員 会 の や り

方 で 会議 を開 催 し,ミ ニ 市 庁 の ご と き 有様 とな った。 委員 会 の運 営 方法 も,

カ ウ ン シ ルの 委員 会 と ほ とん どか わ らず,カ ウ ン シル 議 員 が従 来 型 の 議`拝

U程,構 造,T一 続 に よ って 運 営 して い た。 適 切 なf算 や職 員 の サ ポ ー トを

欠 い て お り,会 議 の 日時 等 は ト分 に周 知 さ れず,直 前 の 公 示 だ け で,会 議

が 中1ヒされ る こ と も あ っ た。 地 区 委 員 会 の存 在 は既 存 の 行政 構 造 を 不安 定

な もの と し,当 初 の 日的 通 りを達 成 す る こ と が で き な か ったn丁。

特 に,住 民 へ の 広 報 活 動 不足 か ら,住 民 は地 区 委 員 会 の 存 在 や機 能 に つ

い て ほ とん ど知 らず,参 加 の た め の 会議 の過 剰 で 会議 疲 れ を起 こ して い た

こ と,地 方 行 政 へ の 無 関 心,会 議 が 昼 に 開催 さ れ,仕`拝 を持 つ 住民 が 参 加

で きな か った こ とな どが あ い ま っ て,住 民 の 参 加 は低 調 で,住 民 と市 の橋

渡 しに な る と い う機 能 を ト分 に発 揮 で き な か った8SI。

{87}JonCoaffee&LorraineJohns()n,ThyMα ηα9ρη1ρη`oゾLoyalCove・ η〃zρηご

Modernisation:AreaDρ ぐρη'1'α♂どsα'どoηαηdP1'α{gmα`'cムocαZεs加,18TheInter-

nationalJoumalofPublicSects)rManagemallt】64,169-171(2005).な お,

そ の 後,こ の よ うな 状 況 に 対 処 す る た め,2003年 に地 区 委si会 の 行 政 構 造 に お

け る戦 略Lの 重 要性 を 明確 化 ・強 化 す る こ とに よ り,地 区 委 員 会 の 重 要性 を 再構

築 し.地 区 委 員会 に 対す る抵 抗 を打 ち砕 くた め の 試 み が 試 み が 開 始 さ れ た。 と り

わ け,地 区 委 員会 と地 区 に 基 盤 を 置 く他 の 組 織 との 調 整 を試 み る こ と に 意 が 払 わ

れ,新 た な 地 区 ネ ッ トワ ー クが 形成 され た。 この ネ ッ トワー クの 構 成 員 は,公 選

の議 員 に加 え,公 的 セ ク ター,私 的 セ ク ター,コ ミュニ テ ィや ボ ラ ン テ ィア の ネ ッ

トワ ー クに ま で拡 大 され た、,f4.at171-72.

(88),lonCoaffe(・&Patsy[Iealey,7レ 〔v、わ'eρJA乏v1)lacy'乃 ηeん〃2評Trunsforma-

(ionsin〔 ケ6απGo己,ρrηαηeρ,10UrbanStudi〔 ユsl979,1987-88(2003).
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地 区 委 員 会 の 制 度 が,住 民 参 加 の 拡 大 につ な が らず,単 に カ ウ ン シル 組

織 内 部 に お け る一 般 議si(執 行 部 に属 さ な い議 員)へ の権 限 分'拶1'に 留 ま

る の で あ れ ば,「 地 区 委 員 会 は,執 行 部 制度 の 創 設 に伴 い 役 割 を 奪 わ れ る

一 般 議 員 を お とな し くさせ て お くため のえ さ に過 ぎ な い」 とい う批 判 が ま

さ に 妥 当す る こ とに な る。 さ らに,行 政 の 断 月'化(自 治 体 全体 を 見 渡 した

長 期 的 施 策 が 行 い に く くな る),コ ス トの 増 大,分 権 化 制 度 の 濫 川(自 ら

の1三張 を 声 高 に述 べ る こ と しか 考 え な い 者が い る)と い った地 区 委 員 会 の

負 の側 面 巳川1が,そ の メ リ ッ トを 凌 駕 す る お それ す らあ る。

地 区 委 員 会 を,住 民 参 加 拡 大 の 機 会 とす る ため の 方策 と して は,① 地 区

に お け る住 民 や 団体,糸ll織 の 代 表 を 追 加 委 員 と して,地 区 委 員 会 に加 え る

こ と,② 地 区 委 員 会 と地 区 フ ォー ラム を 組 み 合 わ せ る こ と の2つ の 方策 が

考 え られ る。

先 に も述 べ た よ うに,カ ウ ン シル の 委 員 会 に は,カ ウ ン シル議 員 以 外 の

者 を,追 加 委員(た だ し,原 則 と して採 決 に 際 して 投 票 権 は有 さな い)と

して 加 え る こ とが で き る。 こ れ を 利 川 して,積 極 的 に,地 区 委 員 会 の メ ン

バ ー 拡 人 を 図 って い る 自治 体 と して,プ リマ ス ・シテ ィ ・カ ウ ンシル が あ

る。 基 本 条 例(Constitution)に,地 区 委員 会 が,カ ウ ン シル 議 員 の 他,

投 票 権 を 有 さ な い追 加 任 命 委 員(non-voteingco-or〕tedmember)で 構 成

され る こ とが1リ1記され て お り91,8つ の 地 区 委 員 会 は そ れ ぞ れ,議 員6～9

名,非 議 員2～7名 で 構 成 され て お り,最 も非 議 員 の割 合 が 低 い地 区 委 員

会(HamandSt.BudeauxAreaCommittee)で も,議 員6名 に対 し非

(89)一 般 議員の役割強化 という機能 す ら ト分に果たせてい ないという指摘 もあ る。

例 えば,TRAcY(i:1121)1¥hat,FRoNTLiNEUI'¥(・[LLoRs:¥¥UDi,c【SIO¥MAK【NG31

(2006)

(90)WILLK[NsoN,supranote52,atl7-19。

1911PlymouthCityCouncilConsitutionPay°t52.MembersofAreaCommitf.ees,

http://www.plymouth.gov.uk/constitution _(t'PVISPCI_januat・y_2007).pdf
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議 員2名 で あ り,最 も非 議 員 の 割 合 が 高 い 地 区 委 員 会(PlymptonArea

Committee)で は,議 員7名,非 議 員7名 と 同数 に ま で 及 ん で い るll,:[。

しか し,追 加 委 員 に は他 の 行 政 機 関 の 代 表 も含 ま れ て お り,す べ て が 住

民 代 表 とい うわ けで は な い。 さ らに,意 見 の あ る住民 が 誰 で も 自由 に意 見

を 述 べ られ る よ う に な る わ け で もな い。

そ こで,地 区 住 民 が 誰 で も参加 で き,自 山 に 意 見 を述 べ る こ とが で き る

意 見 表illiの場 で あ る 「地 区 フ ォー ラ ム」(areafOrum)1'LIIをi1LIIX置 し,こ れ

と地 区 委 員 会 を 結 合 させ る こ とで,参 加 の拡 充 と実 質 化 を 図 ろ う と して い

る 白治 体 も少 な くな い。 そ の 中 に は,サ ウ ス グ ロ ス ター シ ャー ・カ ウ ン シ

ル(SouthGloucestershireCouncil)の よ う に,地 区 フ ォ ー ラ ム がi三体

で あ って,そ の 中の カ ウ ン シル議 員 が,決 定 権 限 を 有 す る地 区 委 員会 を 形

成 して い る とい う位 置 づ け を と る軸 自治 体 もあ る。 ま た,ル ー トン ・バ ラ ・

カ ウ ン シ ル(LutonBoroughCouneil)の よ う に,地 区 委 員 会 開 催1時

間 前 に,市 民 とカ ウ ン シル 議 員 が 参 加 し,地 域 の 問 題 につ いて 話 し合 う選

挙 区 フ ォー ラ ム(wardfOrum)を 開催 す る こ と と して い る例 輸 もあ る。

(97Jhttp://www.plymouth.gov.uk/moclgov?modgovlink=httr)://www.plymout

h.gov,uk/mgIntemet/mgListCommittees.aspよ り

193)地 区 フ ォ ー ラ ム に は,コ ミュ ニ テ ィ プ ラ ン の 課 題 に そ っ て 設 置 さ れ る もの,清

ili,交 通 と い っ た サ ー ビ ス を 対 象 と し て 設 置 さ れ る も の,,・li少 年 問 題,老 齢 者,

公 共 住 宅,障 害 者,マ イ ノ リ テ ィ な ど の 一 定 の 利 害 関 係 者 を 念 頭 に 設 置 さ れ る も

の な ど が あ る と い うW[LLKI¥tiO¥,8z∠ ρrαnote52,at13.

(94)http://www.southglos.gov.uk/LocalDemoci°acy/IIowTheCounci]Works/H

owDeeisionsAreMade/Committeesalld1㌧leetillgs.htm

195)http://www.luton.gov.uk/internet/council _government_and_democracy/

democratic」)rocesses _and_evellts/public_meetings/District%20Asse　 nblies%

20-°1020Area%20Committees%20GeneralNote
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イギ リスの地 区委員会 とrl治 体内分権化

5お わ りに

本稿 の は じめ で述 べ た よ う に,地 方 自治 法 に 基づ く地 域 自治 区,合 併特

例 法 に基 づ く合 併 特 例 区 に 共通 す る最 大 の 問 題 点 は,前 者 に 設 置 さ れ る地

域 協議 会,後 者 に 設 置 され る合 併 特 例 区 協議 会 の 構 成 員 が と もに,市 町 村

長 に よ る選 任 制 で あ って,民i三 的ff:統 性 を イ∫して い な い こ と に あ る。

で は,単 純 に,こ れ らの 協議 会 の 委 員 を公 選 にす れ ば い い の か と い う と,

i司じ く選 挙 で選 ば れ た 市 町 村 議 会 との 関 係 を どの よ う に整 理 す る か と い う

難 問 が あ るf:に,選 挙 の実 施 に は 相 応 の コ ス トを 要す る と い う こ と も無 視

で きな い 。

地 区 委 員 会 制 度 は,新 た な コ ス トを 要 さず,民1:的IE統 性 を 持 っ た合 議

制 機 関 を 設 置 す る こ とが 可能 で あ り,市 町 村 議 会 本 体 との 関 係 も明 快 で あ

る とい う メ リ ッ トが あ る。

も とよ り,地 区 委員 会 は,委 員 会 制 とい う イギ リスの 地 ノ1`1治 体 の 伝 統

の ヒに 成 り 、Zって い る制 度 で あ る。 こ れ を 執 行機 関 と議 決 機 関 の 分 、Zを基

盤 とす る わ が 国 の 地 ノ∫rl治 制 度 に,そ の ま ま の 形 で 移 植 す る こ とは で き な

い だ ろ う。 また,こ の よ う な制 度 が,白 治 体 の一イ本性 を 損 な い,自 治 体 内

の地 域 間 の 対 、Zを生 む の で は な いか と い う懸 念 もぬ ぐい きれ な い と ころ で

あ るQ

しか し,市 町 村 合 併 が,さ ら に進 展 し,基 礎 的 白治 体 が 人 規 模 化 して い

け ば,基 礎 的 白治 体 内 部 で の 地 域 自治 の 必 要性 も増 して くる で あ ろ う。 地

方 自 治 法 の 改IEに よ り,新 た な地 域ri治 組 織 を設 け る場 合,本 稿 で 検 討 し

た地 区 委 員 会 の 制 度 も,民i三 的il:統 性 を 有 し,ま た,コ ス トを か け ず に 組

織 で き る地 域 自治 の 枠 組 み と して 考慮 に値 す る もの で は な い だ ろ うか。

一一1G7-一




